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２ 本学大学院の収容定員は，次の表のとおりとする。 

研 究 科 専   攻 

修士課程又は 

博士前期課程 

博士課程又は 

博士後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

経済学研究科 
経 済 学 専 攻   ８人    16人 人 人 

（小 計） （８） （16）   

人間科学研究科 
心 理 臨 床 学 専 攻 10 20   

（小 計） （10） （20）   

工 学 研 究 科 

電子・電気工学専攻  

建 築 学 専 攻 

情報処理工学専攻 

機 械 工 学 専 攻 

２ 

３ 

２ 

２ 

４ 

６ 

４ 

４ 

  

電子情報工学専攻 

地域空間工学専攻 

設計生産工学専攻 

  

２ 

３ 

２ 

６ 

９ 

６ 

生 命 工 学 専 攻 ８ 16 ４ 12 

（小 計） （17） （34） （11） （33） 

薬 学 研 究 科 
医 療 薬 学 専 攻   ３ 12 

（小 計）   （３） （12） 

（総 計） （35） （70） （14） （45） 

 

（研究科長） 

第３条の２ 各研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長の任期は２年とする。ただし, 再任は妨げ

ない。 

 

第３章 修 業 年 限 

（修業年限） 

第４条 修士課程の標準修業年限は，２年とする。 

２ 博士課程の標準修業年限は５年とし，博士前期課

程の標準修業年限は２年とし，博士後期課程の標準

修業年限は３年とする。ただし，工学研究科電子情

報工学専攻博士課程及び地域空間工学専攻博士課程

並びに設計生産工学専攻博士課程の標準修業年限は

３年，薬学研究科医療薬学専攻博士課程の標準修業

年限は４年とする。 

３ 在学期間は，標準修業年限の２倍の年数を超える

ことができない。 

第４条の２ 学生が，職業を有している等の事情によ

り，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画

的に教育課程を履修し課程を修了することを希望す

る旨を申し出たときは，その計画的な履修を認める

ことができる。 

 

第４章 学年及び休業日 

（学年及び学期） 

第５条 学年は, ４月 1 日に始まり翌年３月 31 日に

終る。 

２ 学年の授業は 35 週を基準とし，次の２期に分け

る。 
       前 期  ４月１日から９月 15 日まで 
       後 期  ９月16日から翌年３月31日まで 
（休 業 日） 
第６条 休業日は，次のとおりとする。 
  一 日曜日 
  二 土曜日（月曜日から金曜日までの間に第三号又

は第四号の休日（12 月 29 日から翌

年１月４日までの間の休日を除く。）が

ある週の土曜日は除く。） 
  三 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
  四 開学記念日  ５月 15 日 
  五 春季休業   ３月１日から４月２日まで    
  六 夏季休業   ８月９日から９月 20 日まで 
  七 冬季休業   12 月22 日から翌年１月４日ま 

          で 
  八 臨時休業   学長がその都度定める。 
２ 前項第一号から第七号の休業日に, 必要に応じ行

事または補講を行うことができる。また, 前項第五号
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から第七号の休業期間については, 学長が研究科の

事情等により, その都度変更することができる。 
 

第５章 授業科目，単位及び履修方法 

（授業科目） 

第７条 経済学研究科，人間科学研究科，工学研究科

及び薬学研究科の授業科目及びその履修方法は，別

表第１から別表第４までに定めるとおりとする。 

第７条の２ 教育上特別な必要があると認められる場

合には，夜間その他特定の時間又は時期において授

業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を

行うことができる。 

（単位の認定） 

第８条 授業科目の履修単位は，試験又は研究報告に

より認定するものとする。 

（教員免許状授与の所要資格の取得） 

第８条の２ 本学大学院において教育職員免許状授与

の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許

法及び同法施行細則に定める所要の単位を取得しな

ければならない。 

２ 本学大学院において当該所要資格を取得できる教

員の免許状の種類等は，各研究科規則の定めるとこ

ろによる。 

（他大学における履修） 

第８条の３ 各研究科において教育上有益と認めると

きは，他の大学との協議に基づき，学長の許可を得

て学生に当該大学の大学院において，その授業科目

を履修させることができる。 

２ 前項の規定により学生が履修した単位は，10 単

位を限度として本学大学院において修得したものと

みなす。 

（外国留学） 

第８条の４ 学生は，学長の許可を得て，本学大学院

に在籍したまま，本学と学生の交流に関する協定の

ある外国の大学院に留学することができる。 

２ 留学の期間は１年以内とする。ただし，特に必要

がある場合は，学長の許可を得て１年を限度として

その期間を延長することができる。 

３ 前項の留学期間は，本学大学院の修業年限に算入

する。 

４ 本学と学生交流に関する協定のある外国の大学院

の学生は，学長の許可を得て本学大学院の授業科目

を履修することができる。 

５ 学生が留学により修得した単位については，前条

の規定を準用する。 

６ その他外国留学について，必要な事項は別に定め

る。 

 

第６章 課程修了及び学位の授与 

（修士課程の修了要件） 

第９条 修士課程の修了要件は，大学院に２年以上在

学し，経済学研究科にあっては研究科において定め

られたところにより 32 単位以上，人間科学研究科

にあっては研究科において定められたところにより

30 単位以上，工学研究科にあっては各専攻におい

て定められたところにより 30 単位以上を修得し，

かつ，必要な研究指導を受けたうえで修士論文を提

出し，大学院の行う審査及び最終試験に合格するこ

ととする。 

２ 工学研究科建築学専攻修士課程においては，前項

の規定にかかわらず，修士設計の審査をもって修士

論文の審査に代えることができる。 

（博士課程の修了要件） 

第９条の２ 工学研究科電子情報工学専攻博士課程及

び地域空間工学専攻博士課程並びに設計生産工学専

攻博士課程の修了要件は，博士課程に３年以上在学

し，専攻において定められたところにより 20 単位

以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けたうえ

で，特別研究の内容を学位論文として提出し，大学

院の行う審査及び最終試験に合格することとする。 

２ 工学研究科生命工学専攻博士課程の修了要件は，

大学院に５年（前期課程に２年以上在学し，当該課

程を修了した者にあっては，当該課程における２年

の在学期間を含む。）以上在学し，後期課程において

定められたところにより 16 単位修得を含め 46 単

位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けたう

えで，後期特別研究の内容を学位論文として提出し，

大学院の行う審査及び最終試験に合格することとす

る。 

３ 薬学研究科医療薬学専攻博士課程の修了要件は，

大学院に４年以上在学し，博士課程所定の必修科目

８単位の修得を含めて 30 単位以上を修得し，かつ，

必要な研究指導を受けたうえで，指導を受けた研究

課題について学位論文を完成し，大学院の行う審査

及び最終試験に合格することとする。 

（学 位） 

第９条の３ 各研究科の課程を修了した者には，次の

種別により学位を授与する。 

経済学研究科 修 士 課 程 修士（経 済 学） 

人間科学研究科 修 士 課 程 修士（心理臨床学） 

工 学 研 究 科 

修 士 課 程 修士（工    学） 

博 士 課 程 博士（工    学） 

博士前期課程  修士（生命科学） 

博士後期課程  博士（生命科学） 

薬 学 研 究 科 博 士 課 程 博士（薬   学） 
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２ 本学大学院の収容定員は，次の表のとおりとする。 

研 究 科 専   攻 

修士課程又は 

博士前期課程 

博士課程又は 

博士後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

経済学研究科 
経 済 学 専 攻   ８人    16人 人 人 

（小 計） （８） （16）   

人間科学研究科 
心 理 臨 床 学 専 攻 10 20   

（小 計） （10） （20）   

工 学 研 究 科 

電子・電気工学専攻  

建 築 学 専 攻 

情報処理工学専攻 

機 械 工 学 専 攻 

２ 

３ 

２ 

２ 

４ 

６ 

４ 

４ 

  

電子情報工学専攻 

地域空間工学専攻 

設計生産工学専攻 

  

２ 

３ 

２ 

６ 

９ 

６ 

生 命 工 学 専 攻 ８ 16 ４ 12 

（小 計） （17） （34） （11） （33） 

薬 学 研 究 科 
医 療 薬 学 専 攻   ３ 12 

（小 計）   （３） （12） 

（総 計） （35） （70） （14） （45） 

 

（研究科長） 

第３条の２ 各研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長の任期は２年とする。ただし, 再任は妨げ

ない。 

 

第３章 修 業 年 限 

（修業年限） 

第４条 修士課程の標準修業年限は，２年とする。 

２ 博士課程の標準修業年限は５年とし，博士前期課

程の標準修業年限は２年とし，博士後期課程の標準

修業年限は３年とする。ただし，工学研究科電子情

報工学専攻博士課程及び地域空間工学専攻博士課程

並びに設計生産工学専攻博士課程の標準修業年限は

３年，薬学研究科医療薬学専攻博士課程の標準修業

年限は４年とする。 

３ 在学期間は，標準修業年限の２倍の年数を超える

ことができない。 

第４条の２ 学生が，職業を有している等の事情によ

り，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画

的に教育課程を履修し課程を修了することを希望す

る旨を申し出たときは，その計画的な履修を認める

ことができる。 

 

第４章 学年及び休業日 

（学年及び学期） 

第５条 学年は, ４月 1 日に始まり翌年３月 31 日に

終る。 

２ 学年の授業は 35 週を基準とし，次の２期に分け

る。 
       前 期  ４月１日から９月 15 日まで 
       後 期  ９月16日から翌年３月31日まで 
（休 業 日） 
第６条 休業日は，次のとおりとする。 
  一 日曜日 
  二 土曜日（月曜日から金曜日までの間に第三号又

は第四号の休日（12 月 29 日から翌

年１月４日までの間の休日を除く。）が

ある週の土曜日は除く。） 
  三 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
  四 開学記念日  ５月 15 日 
  五 春季休業   ３月１日から４月２日まで    
  六 夏季休業   ８月９日から９月 20 日まで 
  七 冬季休業   12 月22 日から翌年１月４日ま 

          で 
  八 臨時休業   学長がその都度定める。 
２ 前項第一号から第七号の休業日に, 必要に応じ行

事または補講を行うことができる。また, 前項第五号
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（論文提出による学位の授与） 

第９条の４ 前条に定めるもののほか，学校教育法第

68 条の２第２項及び学位規則（昭和 28 年 文部

省令第９号）の定めるところにより，本学大学院の

行う博士論文の審査に合格し，かつ，本学大学院の

博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認

められる者に対し，博士の学位を授与することがで

きる。 

（学位の授与に関する規程） 

第９条の５ 前４条に定めるもののほか，学位の授与

については，別に定めるところによる。 

第 10 条 学位論文の審査及び最終試験は，研究科委

員会で行う。 

 

第７章 入学，退学，休学，復学， 

転学及び課程修了 
（入学の時期） 

第 11 条 入学の時期は，毎年度学年始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，後期の始めに入学させ 

ることができる。 

（修士課程又は博士前期課程の入学の資格） 

第 12 条 修士課程又は博士前期課程に入学すること

のできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

 一 大学を卒業した者 

 二 学校教育法第 104 条第４項の規定により学士

の学位を授与された者 

 三 外国において学校教育における 16 年の課程を

修了した者 

 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 16 年の課程を修了した者 

 五 我が国において，外国の大学の課程（その修了

者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了した者 

 六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究

活動等の総合的な状況について, 当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が別に指定するものに限る。）において, 修業年  

限が３年以上である課程を修了すること（当該外

国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修することにより当該課程を修了す

ること及び当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって前号の指定を受けた

ものにおいて課程を修了することを含む。）により, 

学士の学位に相当する学位を授与された者 

 七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であ

ることとその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定する

ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

 八 文部科学大臣の指定した者 

 九 学校教育法第 102 条第２項の規定により大学

院に入学した者であって，その後に入学させる本

学大学院において大学院における教育を受けるに

ふさわしい学力があると認めた者 

 十 本学大学院において, 個別の入学資格審査によ

り, 大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で, 22 歳に達した者 

十一 大学に３年以上在学（これに準ずる者として文

部科学大臣が定める者を含む。）し，又は外国にお

いて学校教育における 15 年の課程を修了し，本

学大学院において，所定の単位を優れた成績をも

って修得したものと認めた者 

 （博士課程又は博士後期課程の入学資格） 

第 12 条の２ 工学研究科の博士課程又は博士後期課

程に入学することのできる者は，次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

   一 修士の学位又は専門職学位を有する者 

  二 外国において，修士の学位又は専門職学位に相

当する学位を授与された者 

  三 外国の学校が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修し，修士の学位又は専門職

学位に相当する学位を授与された者 

  四 我が国において，外国の大学院の課程を有する

ものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が

別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学

位又は専門職学位に相当する学位を授与された

者 

  五 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相

当する学位を授与された者 

  六 外国の学校，第四号の指定を受けた教育施設又

は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置

基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相

当するものに合格し，修士の学位を有する者と同

等以上の学力があると認められた者 

  七 文部科学大臣の指定した者 

  八 その他本学大学院において，個別の入学資格審

査により, 修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で, 24 歳に

達した者 

第 12 条の３ 薬学研究科の博士課程に入学すること

のできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

298

Ⅰ
福

山
大

学
の

す
が

た
Ⅱ

教
育

課
程

経
済

学
部

人
間

文
化

学
部

工
学

部
生

命
工

学
部

薬
学

部
経

済
学

研
究

科
人

間
科

学
研

究
科

工
学

研
究

科
薬

学
研

究
科

Ⅲ
 学

生
生

活
Ⅳ

 学
則

及
び

学
部

規
則

等



 

する。 

 一 大学の薬学部及びそれに準じる学部における６

年制課程を卒業した者又は薬学及びそれに準じる

分野での修士の学位を有する者 

 二 外国において, 薬学及びそれに準じる分野での

修士の学位に相当する学位を授与された者 

 三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修し，薬学及びそれに準じる分

野での修士の学位に相当する学位を授与された者 

 四 我が国において，外国の大学院の課程を有する

ものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了し，薬学及びそ

れに準じる分野での修士の学位に相当する学位を

授与された者 

 五 国際連合大学の課程を修了し，薬学及びそれに

準じる分野での修士の学位に相当する学位を授与

された者 

 六 外国の学校，第四号の指定を受けた教育施設又

は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置

基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当

するものに合格し，薬学及びそれに準じる分野で

の修士の学位を有する者と同等以上の学力がある

と認められた者 

 七 文部科学大臣の指定した者 

 八 その他本学大学院において，個別の入学資格審

査により，薬学及びそれに準じる分野での修士の

学位を有する者と同等以上の学力があると認めた

者で, 24 歳に達した者 

（入学者の選考） 

第 13 条 入学（転入学，再入学及び編入学を含む。）を 

志願する者については，選考の上, 学長が入学を許 

可する。 

２ 選考の方法は別に定める。 

（入学手続） 

第 14 条 入学（転入学，再入学及び編入学を含む。）を 

許可された者は，定められた期間に，入学の手続き 

を終えなければならない。 

（進 学） 

第 14 条の２ 本学大学院修士課程又は博士前期課程 

を修了し，引き続き博士課程または博士後期課程に 

進学を志願する者（志願する研究科又は専攻が，修 

士課程又は博士前期課程における研究科又は専攻 

と異なる場合を含む。）については，当該研究科にお 

いて定めるところにより選考のうえ，学長が決定し， 

研究科長が進学を許可する。 

（退 学） 

第 15 条 大学院学生（以下「学生」という。）が病気 

その他の事由で退学しようとするときは，保証人と 

連署の上，学長に願い出て許可を受けなければならない。 

第 16 条 学長は，学生が病気その他の事由で成業の 

見込みがないと認めたときは，退学を命ずることが 

ある。 

（休 学） 

第 17 条 学生が，病気又は特別な事由により２か月以 

上修学することのできないときは，学長に願い出て 

休学の許可を得なければならない。 

第 18 条 学長は，学生が病気のため修学することが適 

当でないと認めたときは，休学を命ずる。 

第 19 条 休学は１年を超えることはできない。ただし， 

特別の事由があるときは更に１年以内の休学を許 

可することがある。 

２ 休学期間は在学年数に算入しない。 

（復 学） 

第 19 条の２ 休学期間において，休学の理由が消滅

したときは，学長の許可を得て復学することができる。 

（再 入 学） 

第 20 条 大学院研究科を退学した者が退学後再び入

学を志願するときは，選考の上学長が入学を許可す

ることがある。 

（転 入 学） 

第 21 条 他の大学院研究科から転入学を希望する者

については，選考の上学長が入学を許可することが

ある。 

（転 学） 

第 22 条 学生が他の大学院に転学しようとするとき

は，事情により学長に願い出るものとする。 

（課程の修了） 

第 23 条 課程の修了の時期は，毎年度終りとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，前期の終りに修了させ

ることができる。 

 

第８章 入学検定料及び入学金並び

に授業料等 
（検 定 料） 

第 24 条 入学（転入学，再入学及び編入学を含む。）

志願者は，入学願書に添えて所定の入学検定料を納

付しなければならない。 

２ 入学検定料の額は別に定める。 

（入学金及び授業料） 

第 25 条 入学（転入学，再入学及び編入学を含む。）

を許可された者は，別表第５所定の入学金及び授業

料を納入しなければならない。 

第 26 条 退学した者又は退学を命じられた者も，そ

の期の授業料は納付しなければならない。 

第 27 条 休学した者については，休学期間中の授業

料の一部を免除する。 
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（論文提出による学位の授与） 

第９条の４ 前条に定めるもののほか，学校教育法第

68 条の２第２項及び学位規則（昭和 28 年 文部

省令第９号）の定めるところにより，本学大学院の

行う博士論文の審査に合格し，かつ，本学大学院の

博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認

められる者に対し，博士の学位を授与することがで

きる。 

（学位の授与に関する規程） 

第９条の５ 前４条に定めるもののほか，学位の授与

については，別に定めるところによる。 

第 10 条 学位論文の審査及び最終試験は，研究科委

員会で行う。 

 

第７章 入学，退学，休学，復学， 

転学及び課程修了 
（入学の時期） 

第 11 条 入学の時期は，毎年度学年始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，後期の始めに入学させ 

ることができる。 

（修士課程又は博士前期課程の入学の資格） 

第 12 条 修士課程又は博士前期課程に入学すること

のできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

 一 大学を卒業した者 

 二 学校教育法第 104 条第４項の規定により学士

の学位を授与された者 

 三 外国において学校教育における 16 年の課程を

修了した者 

 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 16 年の課程を修了した者 

 五 我が国において，外国の大学の課程（その修了

者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了した者 

 六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究

活動等の総合的な状況について, 当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が別に指定するものに限る。）において, 修業年  

限が３年以上である課程を修了すること（当該外

国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修することにより当該課程を修了す

ること及び当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって前号の指定を受けた

ものにおいて課程を修了することを含む。）により, 

学士の学位に相当する学位を授与された者 

 七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であ

ることとその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定する

ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

 八 文部科学大臣の指定した者 

 九 学校教育法第 102 条第２項の規定により大学

院に入学した者であって，その後に入学させる本

学大学院において大学院における教育を受けるに

ふさわしい学力があると認めた者 

 十 本学大学院において, 個別の入学資格審査によ

り, 大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で, 22 歳に達した者 

十一 大学に３年以上在学（これに準ずる者として文

部科学大臣が定める者を含む。）し，又は外国にお

いて学校教育における 15 年の課程を修了し，本

学大学院において，所定の単位を優れた成績をも

って修得したものと認めた者 

 （博士課程又は博士後期課程の入学資格） 

第 12 条の２ 工学研究科の博士課程又は博士後期課

程に入学することのできる者は，次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

   一 修士の学位又は専門職学位を有する者 

  二 外国において，修士の学位又は専門職学位に相

当する学位を授与された者 

  三 外国の学校が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修し，修士の学位又は専門職

学位に相当する学位を授与された者 

  四 我が国において，外国の大学院の課程を有する

ものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が

別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学

位又は専門職学位に相当する学位を授与された

者 

  五 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相

当する学位を授与された者 

  六 外国の学校，第四号の指定を受けた教育施設又

は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置

基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相

当するものに合格し，修士の学位を有する者と同

等以上の学力があると認められた者 

  七 文部科学大臣の指定した者 

  八 その他本学大学院において，個別の入学資格審

査により, 修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で, 24 歳に

達した者 

第 12 条の３ 薬学研究科の博士課程に入学すること

のできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と
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第９章 研究生，科目等履修生及び特

別聴講学生 
 

（研 究 生） 

第 27 条の２ 大学を卒業した者，又はこれと同等以

上の学力があると認められた者で本学大学院におい

て特定の事項について研究を志望する者があるとき

は，当該研究科の授業及び研究に妨げのない限り選

考の上，研究生として学長が入学を許可することが

ある。 

（科目等履修生） 

第 27 条の３ 本学大学院所定の科目中，一科目又は

複数の授業科目の履修を志望する者があるときは，

当該研究科の授業及び研究に妨げのない限り選考の

上，科目等履修生として学長が入学を許可し，単位

を授与することができる。 

２ 前項の単位の授与については，第８条の規定による。 

（特別聴講学生） 

第 27 条の４ 他の大学の大学院又は外国の大学院等

の学生で，本学大学院において研究指導を受けるこ

とを志望する者があるときは，当該大学院又は外国

の大学院等との協議に基づき，研究科の授業及び研

究に妨げのない限り学長が決定し，特別聴講学生と

して受け入れることができる。 

（研究生，科目等履修生及び特別聴講学生に関する規程） 

第 27 条の５ 研究生，科目等履修生及び特別聴講学

生に関する規程は，各研究科で定めるもののほか，

学部学生の規程を準用する。 

 

第 10 章 賞     罰 

（表 彰） 

第 28 条 学生で表彰に値する業績又は行為があると

きは，研究科長の申請により評議会の議を経て学長

がこれを表彰する。 

（懲 戒） 

第 29 条 学生で本学則及び大学院の規則に違反し，

又は学生の本分を守らない者があるときは，研究科

長の申請により，評議会の議を経て学長がこれを懲

戒する。 

２ 懲戒は，訓告，停学及び退学とする。 

 

第 11 章 教 員 組 織 

（教員組織） 

第 30 条 大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，

本学の教授，准教授，講師及び助教をもって充てる。 

 

第 12 章 運 営 組 織 

（管理運営等） 

第 31 条 大学院の管理運営等に関する事項の審議は，

福山大学評議会が行う。 

（研究科長等協議会） 

第 31 条の２ 大学院に，学術, 研究及び社会貢献に関

する事項について連絡調整等を行うため，研究科長等

協議会を置く。 

（研究科委員会） 

第 32 条 研究科にそれぞれ研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会に関する規程は別に定める。 

（研究科長） 

第 33 条 各研究科にそれぞれ研究科長を置く。 

２ 研究科長は，基礎となる学部の教授をもって充てる。 

（学則の準用） 

第 34 条 この学則の定めるもののほか学生に関して

必要な事項は，福山大学学則，基礎となる学部規則

及び福山大学学生準則を準用する。 

 

附 則 

この学則は，令和２年４月１日から施行する。 
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別表第５   入学金及び授業料金額表（第25 条関係） 

費  目 経済学研究科 人間科学研究科 工学研究科 薬学研究科 

入 学 金 200,000円 200,000円   200,000円    200,000円 

授 業 料 640,000円 640,000円   850,000円 1,300,000円 

実 習 費 ―     50,000円 ―     50,000円 

計 840,000円 890,000円 1,050,000円 1,550,000円 

 

注１）経済学研究科経済学専攻修士課程及び人間科学研究科心理臨床学専攻修士課程に社会人として入学し， 

かつ出願時に願い出て最大４年間の在籍が認められた者については，３年以上在籍した場合の３年目以降 

の授業料は，履修登録する科目の１単位につき20,000 円とする。 

   また，工学研究科に社会人として入学し，かつ出願時に願い出て，最大，標準年限の２倍の在籍が認めら 

れた者については，標準年限を超えて在籍した場合の標準年限を超えてからの授業料は，履修登録する科 

目の１単位につき２７，０００円とする。 

 

注２）本学薬学部を卒業した者が薬学研究科に入学した場合の授業料は, 年額780,000 円とする。ただし,  

  学校法人福山大学大学院奨学生取扱要領による奨学措置は，適用しない。 
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第９章 研究生，科目等履修生及び特

別聴講学生 
 

（研 究 生） 

第 27 条の２ 大学を卒業した者，又はこれと同等以

上の学力があると認められた者で本学大学院におい

て特定の事項について研究を志望する者があるとき

は，当該研究科の授業及び研究に妨げのない限り選

考の上，研究生として学長が入学を許可することが

ある。 

（科目等履修生） 

第 27 条の３ 本学大学院所定の科目中，一科目又は

複数の授業科目の履修を志望する者があるときは，

当該研究科の授業及び研究に妨げのない限り選考の

上，科目等履修生として学長が入学を許可し，単位

を授与することができる。 

２ 前項の単位の授与については，第８条の規定による。 

（特別聴講学生） 

第 27 条の４ 他の大学の大学院又は外国の大学院等

の学生で，本学大学院において研究指導を受けるこ

とを志望する者があるときは，当該大学院又は外国

の大学院等との協議に基づき，研究科の授業及び研

究に妨げのない限り学長が決定し，特別聴講学生と

して受け入れることができる。 

（研究生，科目等履修生及び特別聴講学生に関する規程） 

第 27 条の５ 研究生，科目等履修生及び特別聴講学

生に関する規程は，各研究科で定めるもののほか，

学部学生の規程を準用する。 

 

第 10 章 賞     罰 

（表 彰） 

第 28 条 学生で表彰に値する業績又は行為があると

きは，研究科長の申請により評議会の議を経て学長

がこれを表彰する。 

（懲 戒） 

第 29 条 学生で本学則及び大学院の規則に違反し，

又は学生の本分を守らない者があるときは，研究科

長の申請により，評議会の議を経て学長がこれを懲

戒する。 

２ 懲戒は，訓告，停学及び退学とする。 

 

第 11 章 教 員 組 織 

（教員組織） 

第 30 条 大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，

本学の教授，准教授，講師及び助教をもって充てる。 

 

第 12 章 運 営 組 織 

（管理運営等） 

第 31 条 大学院の管理運営等に関する事項の審議は，

福山大学評議会が行う。 

（研究科長等協議会） 

第 31 条の２ 大学院に，学術, 研究及び社会貢献に関

する事項について連絡調整等を行うため，研究科長等

協議会を置く。 

（研究科委員会） 

第 32 条 研究科にそれぞれ研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会に関する規程は別に定める。 

（研究科長） 

第 33 条 各研究科にそれぞれ研究科長を置く。 

２ 研究科長は，基礎となる学部の教授をもって充てる。 

（学則の準用） 

第 34 条 この学則の定めるもののほか学生に関して

必要な事項は，福山大学学則，基礎となる学部規則

及び福山大学学生準則を準用する。 

 

附 則 

この学則は，令和２年４月１日から施行する。 
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16. 大学院経済学研究科規則 
 

（趣 旨） 

第１条 この規則は，福山大学大学院学則（以下「学

則」という。）に定めるもののほか，福山大学大学院

経済学研究科（以下「研究科」という。）において必

要な事項を定めるものとする。 

（研究科の目的） 

第１条の２ 本研究科は，経済学および経営学の理

論・応用分野での教育・研究を行い，これらの分野

での高度な専門知識と能力を備えた専門的職業人を

養成する。更に，これらの教育・研究を通じて，再

教育・生涯教育を行うことにより，すぐれた社会人

の養成に資することを目的とする。 

（研究科の運営） 

第２条 研究科の運営は，福山大学大学院経済学研究

科委員会（以下「研究科委員会」という。）が行う。 

２ 研究科委員会の組織及び運営に関して必要な事項

は，研究科委員会細則の定めるところによる。 

（履修方法） 

第３条 授業科目の履修の指導及び研究指導を行うた

め，各学生ごとに指導教員１名及び副指導教員２名 

（以下「指導教員等」という。）を定める。 

２ 学生は，指導教員等の指示を受けて，学則第９条

に規定する課程を修了しなければならない。 

３ 学生は，履修しようとする授業科目につき，所定

の履修届を指定した期限内に研究科長に提出しなけ

ればならない。 

４ 前項の期限内に履修届を提出しない者には，履修

を認めない。ただし，特別の事情がある場合には，

当該授業科目の担当教員の承認を受けたものについ

て，履修を認めることがある。 

５ 学生は，所定の手続きによる許可を得て，他大学

の大学院（外国の大学の大学院を含む。以下同じ。）

の授業科目を履修することができる。 

（履修方法の特例） 

第３条の２ 入学をした学生のうち，職業を有してい

る等の事情により，出願時に願い出て最大４年間の

在籍が認められた者については，標準修業年限を超

えて計画的に教育課程を履修することができる。 

（単位取得の認定） 

第４条 各授業科目の単位取得の認定は，試験又は研

究報告により，担当教員が行うものとする。ただし，

演習については，平素の成績により単位の修得を認

定することができる。 

２ 他大学の大学院で修得した単位は，10単位を限

度として，当該大学院の発行した単位修得証明書に

より，研究科委員会で認定する。 

（追 試 験） 

第５条 病気，その他やむを得ない事由により，正規

の試験を受けることができなかった者については，

追試験を行うことができる。 

（成績の評価） 

第６条 単位の認定は，100点を満点として評点し，

60点以上をもって合格とする。 

一 成績は，原則として秀（90～100点），優（80

～89点），良（70～79点），可（60～69点），

不可（０～59 点）をもって表し，不可は不合格

とする。 

二 前号の規定にかかわらず，授業科目によっては，

合又は否による評価を行うことがある。 

２ 前項の規定にかかわらず，本学以外の高等教育機

関及び研究機関等（外国を含む）で取得した成績を

本学の授業科目等に読み替える場合の評価，外部検

定試験の成績又は合格によって単位認定する本学の

授業科目等の評価については，認定とする。 

（指導教員の変更） 

第７条 指導教員の変更は，認めない。ただし，特別

の事情がある者に限り，研究科委員会の議を経て，

許可をすることがある。 

（学位論文及び最終試験） 

第８条 学位論文の提出及び最終試験の実施は，学位

規程の定めるところによる。 

（留 学） 

第９条 学生が，第３条第５項の規定により，他大学

の大学院の授業科目を履修しようとする時は，所定

の様式により，指導教員を経て研究科長に願い出て，

その許可を得なければならない。この場合において，

外国の大学院に留学しようとする者にあっては，研

究科長を経て，学長の許可を得なければならない。 

２ 前項の規定によって他大学において履修した期間

は，別に定めるところにより，本研究科の修業年限

に算入することができる。 

（聴 講 生） 

第10条 本研究科の授業科目について，聴講を志願

する者があるときは研究科委員会の議を経て，学長

が許可することがある。 

２ 聴講生の取扱いについては，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第11条 他大学の大学院の学生で本研究科の授業科

目について，聴講を志願する者（以下「特別聴講学

生」という。）があるときは，当該大学との協議に基

づき研究科の授業及び研究に妨げのない限り，研究

科委員会の議を経て学長が許可することがある。 

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。 

（雑 則） 

第12条 この規則に定めるもののほか，必要な事項

は，研究科委員会の議を経て，別に定める。 
 

  附 則 

この規則は，平成27年４月１日から施行する。 
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17. 大学院人間科学研究科規則 

 

（趣 旨） 

第１条 この規則は，福山大学大学院学則（以下「学

則」という。）に定めるもののほか，福山大学大学院

人間科学研究科（以下「研究科」という。）において

必要な事項を定めるものとする。 

（目 的） 

第２条 人間科学研究科心理臨床学専攻は，現代社会

における心の健康に関する理解を深め，高度な専門

知識と論理的思考力を伴う研究実践力及び様々な臨

床の場に対応できる対人援助実践力を修得した人材

を養成する。特に，保健医療，福祉，教育その他の

分野において，心理支援に関する専門家として援助

と提案ができる人の育成を目指す。 

（研究科の運営） 

第３条 研究科の運営は，福山大学大学院人間科学研

究科委員会（以下「研究科委員会」という。）が行う。 

（指導教員等） 

第４条 授業科目の履修の指導及び研究指導を行うた

め，研究科委員会の議を経て，各学生ごとに指導教

員を定める。 

２ 副指導教員は，指導教員の指導を補助する。 

３ 指導教員及び副指導教員の変更は認めない。ただ

し，特別の事情がある者に限り，研究科委員会の議

を経て，許可することがある。 

４ 前項ただし書の規定により指導教員又は副指導教

員を変更した者の修業年限は，既修の授業科目の内

容により，研究科委員会の議を経て決定するものと

する。 

（単位の計算方法） 

第５条 授業科目の単位の計算方法は，原則として次

の基準による。 

(１）講義及び演習は，15時間から30時間の授業 

をもって１単位とする。 

（２）実習は，30 時間から45 時間の授業をもって

１単位とする。 

（履修方法） 

第６条 学生は，指導教員の指示を受けて，学則第９

条に規定する課程を修了しなければならない。 

２ 学生は，履修しようとする授業科目につき，所定

の履修届を指定した期限内に研究科長に提出しなけ

ればならない。 

３ 前項の期限内に履修届を提出しない者には履修を

認めない。ただし，特別の事情がある場合には，当

該授業科目の担当教員の承認を受けたものについて，

履修を認めることがある。 

４ 学則第８条の３第１項の規定により，他大学の大

学院（外国の大学の大学院を含む。以下同じ。）の授

業科目を履修しようとする学生は，所定の様式によ

り，指導教員を経て研究科長に願い出て，その許可

を得なければならない。 

５ 指導教員が必要と認めたときは，研究科委員会の

議を経て学部の授業科目を指定して履修させること

ができる。 

（履修方法の特例） 

第７条 社会人入学をした学生のうち，研究科委員会

が教育上特別の必要があると認めたときは，夜間そ

の他特定の時間又は時期において授業又は研究指導

を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第８条 社会人入学をした学生のうち，出願時に願い

出て最大４年間の在籍が認められた者については，

標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修する

ことができる。 

（授業科目の成績及び単位の授与） 

第９条 授業科目の成績は，試験又は研究報告により，

担当教員が認定するものとする。ただし，演習，実

習については，平素の成績により認定することができ

る。 

２ 単位の認定は，100点を満点として評点し，60

点以上をもって合格とする。 

一 成績は，原則として秀（90～100点），優（80

～89点），良（70～79点），可（60～69点），

不可（０～59 点）をもって表し，不可は不合格

とする。 

二 前号の規定にかかわらず，授業科目によっては，

合又は否による評価を行うことがある。 

３ 前項の規定にかかわらず，本学以外の高等教育機

関及び研究機関等（外国を含む）で取得した成績を

本学の授業科目等に読み替える場合の評価，外部検

定試験の成績又は合格によって単位認定する本学の

授業科目等の評価については，認定とする。 

４ 合格した授業科目については，所定の単位を与える。 

５ 第６条第５項により履修した単位は，課程修了の

ための必要単位数には含めない。 

６ 第６条第４項により他大学の大学院で修得した単

位は，10 単位を限度として，当該大学院の発行し

た単位修得証明書により，研究科委員会で認定する。 

（追 試 験） 

第10条 病気，その他やむを得ない事由により，正

規の試験を受けることができなかった者については，

追試験を行うことができる。 

（修了要件） 

第11条 修了要件は，大学院に２年以上在学し，そ

の在学期間中に，定められた授業科目の単位数 30

単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，修士論文を在学期間中に提出してその審査及び

最終試験に合格することとする。 
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16. 大学院経済学研究科規則 
 

（趣 旨） 

第１条 この規則は，福山大学大学院学則（以下「学

則」という。）に定めるもののほか，福山大学大学院

経済学研究科（以下「研究科」という。）において必

要な事項を定めるものとする。 

（研究科の目的） 

第１条の２ 本研究科は，経済学および経営学の理

論・応用分野での教育・研究を行い，これらの分野

での高度な専門知識と能力を備えた専門的職業人を

養成する。更に，これらの教育・研究を通じて，再

教育・生涯教育を行うことにより，すぐれた社会人

の養成に資することを目的とする。 

（研究科の運営） 

第２条 研究科の運営は，福山大学大学院経済学研究

科委員会（以下「研究科委員会」という。）が行う。 

２ 研究科委員会の組織及び運営に関して必要な事項

は，研究科委員会細則の定めるところによる。 

（履修方法） 

第３条 授業科目の履修の指導及び研究指導を行うた

め，各学生ごとに指導教員１名及び副指導教員２名 

（以下「指導教員等」という。）を定める。 

２ 学生は，指導教員等の指示を受けて，学則第９条

に規定する課程を修了しなければならない。 

３ 学生は，履修しようとする授業科目につき，所定

の履修届を指定した期限内に研究科長に提出しなけ

ればならない。 

４ 前項の期限内に履修届を提出しない者には，履修

を認めない。ただし，特別の事情がある場合には，

当該授業科目の担当教員の承認を受けたものについ

て，履修を認めることがある。 

５ 学生は，所定の手続きによる許可を得て，他大学

の大学院（外国の大学の大学院を含む。以下同じ。）

の授業科目を履修することができる。 

（履修方法の特例） 

第３条の２ 入学をした学生のうち，職業を有してい

る等の事情により，出願時に願い出て最大４年間の

在籍が認められた者については，標準修業年限を超

えて計画的に教育課程を履修することができる。 

（単位取得の認定） 

第４条 各授業科目の単位取得の認定は，試験又は研

究報告により，担当教員が行うものとする。ただし，

演習については，平素の成績により単位の修得を認

定することができる。 

２ 他大学の大学院で修得した単位は，10単位を限

度として，当該大学院の発行した単位修得証明書に

より，研究科委員会で認定する。 

（追 試 験） 

第５条 病気，その他やむを得ない事由により，正規

の試験を受けることができなかった者については，

追試験を行うことができる。 

（成績の評価） 

第６条 単位の認定は，100点を満点として評点し，

60点以上をもって合格とする。 

一 成績は，原則として秀（90～100点），優（80

～89点），良（70～79点），可（60～69点），

不可（０～59 点）をもって表し，不可は不合格

とする。 

二 前号の規定にかかわらず，授業科目によっては，

合又は否による評価を行うことがある。 

２ 前項の規定にかかわらず，本学以外の高等教育機

関及び研究機関等（外国を含む）で取得した成績を

本学の授業科目等に読み替える場合の評価，外部検

定試験の成績又は合格によって単位認定する本学の

授業科目等の評価については，認定とする。 

（指導教員の変更） 

第７条 指導教員の変更は，認めない。ただし，特別

の事情がある者に限り，研究科委員会の議を経て，

許可をすることがある。 

（学位論文及び最終試験） 

第８条 学位論文の提出及び最終試験の実施は，学位

規程の定めるところによる。 

（留 学） 

第９条 学生が，第３条第５項の規定により，他大学

の大学院の授業科目を履修しようとする時は，所定

の様式により，指導教員を経て研究科長に願い出て，

その許可を得なければならない。この場合において，

外国の大学院に留学しようとする者にあっては，研

究科長を経て，学長の許可を得なければならない。 

２ 前項の規定によって他大学において履修した期間

は，別に定めるところにより，本研究科の修業年限

に算入することができる。 

（聴 講 生） 

第10条 本研究科の授業科目について，聴講を志願

する者があるときは研究科委員会の議を経て，学長

が許可することがある。 

２ 聴講生の取扱いについては，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第11条 他大学の大学院の学生で本研究科の授業科

目について，聴講を志願する者（以下「特別聴講学

生」という。）があるときは，当該大学との協議に基

づき研究科の授業及び研究に妨げのない限り，研究

科委員会の議を経て学長が許可することがある。 

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。 

（雑 則） 

第12条 この規則に定めるもののほか，必要な事項

は，研究科委員会の議を経て，別に定める。 
 

  附 則 

この規則は，平成27年４月１日から施行する。 
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（学位論文及び最終試験） 

第12条 学生は，福山大学学位規程（以下「学位規

程」という。）及び福山大学大学院人間科学研究科学

位審査細則（以下「学位審査細則」という。）の定め

るところにより，学位申請書に学位論文を添え指導

教員の承認を受けて，指定の期日までに提出するも

のとする。 

２ 学位論文の提出と審査及び最終試験の実施は，学

位規程及び学位審査細則の定めるところによる。 

（留 学） 

第13条 学則第８条の４第１項の規定により，外国

の大学院に留学しようとする者にあっては，研究科

長を経て，学長の許可を得なければならない。 

２ 前項により留学した期間は，研究科委員会の議を

経て，本研究科の修業年限に算入することができる。 

（聴 講 生） 

第14条 本研究科の授業科目について，聴講を志願

する者があるときは研究科委員会の議を経て，学長

が許可することがある。 

２ 聴講生の取扱いについては，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第15条 他大学の大学院の学生で本研究科の授業科

目について，聴講を志願する者（以下「特別聴講学

生」という。）があるときは，当該大学との協議に基

づき研究科の授業及び研究に妨げのない限り，研究

科委員会の議を経て学長が許可することがある。 

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。 

（雑 則） 

第16条 この規則に定めるもののほか，必要な事項

は，研究科委員会の議を経て，別に定めることができ

る。 

 

附 則 

この規則は，平成3１年４月１日から施行する。 
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18. 大学院工学研究科規則 

 

（趣旨及び目的） 

第１条 この規則は，福山大学大学院学則（以下「学

則」という。）第２条の規定に基づく福山大学大学

院工学研究科（以下「研究科」という。）に関し，

必要な事項を定めるものとする。 

２ 修士課程又は博士前期課程においては，物理系工

学又は生命系工学分野における広範な学識及び先

端技術等を修得し，高いコミュニケーション能力を

養うことにより知識基盤社会を支える専門技術

者・実践的指導者として活躍できる人材を養成する。 

博士課程又は博士後期課程においては，高い専

門性が求められる社会で自立して研究活動を行い

得る研究能力と研究指導能力，それらの基礎とな

る豊かな学識と研究倫理観を備えた人材を育成す

ることを目的とする。 

（指導教員及び履修方法） 

第２条 授業科目の履修の指導及び研究指導を行う

ため，各学生ごとに指導教員を定める。 

２ 研究指導に当たり必要がある場合は，研究科委

員会の議を経て副指導教員を定めることができる。      

副指導教員は，指導教員を補助する。 

３ 学生は，指導教員の指示を受けて，学則第９条

から第９条の２第２項に規定する課程を修了しな

ければならない。 

４ 学生は，履修しようとする授業科目につき，所

定の履修届を指定した期限内に研究科長に提出し

なければならない。 

５ 前項の期限内に履修届を提出しない者には，履

修を認めない。ただし，特別の事情がある場合に

は，当該授業科目の担当教員の承認を受けた者に

ついて，履修を認めることがある。 

６ 学生が他大学の大学院（外国の大学の大学院を含

む。以下同じ。）の授業科目を履修しようとすると

きは，所定の様式により，指導教員を経て，研究科

長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

７ 指導教員が必要と認めたときは，研究科委員会

の議を経て学部の授業科目を指定して履修させる

ことができる。 

（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第３条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件

は，当該課程に２年以上在学し，それぞれの専攻

において定められた授業科目の単位数30単位以

上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，

修士論文を在学期間中に提出して，その審査及び

最終試験に合格することとする。 

（博士課程の修了要件） 

第４条 電子情報工学専攻博士課程の修了要件は，

当該課程に３年以上在学し，所属する学系の特別

演習 10 単位及び講義４単位を必修科目と，指導

教員の指示により選択した講義６単位以上（他学

系の開講科目を含む。）を併せて 20 単位以上を修

得し，かつ，必要な研究指導を受けた上で，特別

研究の内容を博士論文として提出し，その審査及

び最終試験に合格することとする。 

２ 地域空間工学専攻博士課程の修了要件は，当該

課程に３年以上在学し，所属する学系の特別演習

Ⅰ・Ⅱの合計 10 単位を必修科目とし，選択科目

の講義 10 単位以上（所属学系の４単位を含む。）

と併せて 20 単位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上で，特別研究の内容を博士論文

として提出し，大学院の行う審査及び最終試験に

合格することとする。 

３ 生命工学専攻博士後期課程の修了要件は，当該

課程に３年以上在学し，所属する学系の特別演習

10 単位及び講究６単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，博士論文を提出して，その

審査及び最終試験に合格することとする。 

４ 設計生産工学専攻博士課程の修了要件は，当該

課程に３年以上在学し，所属する学系の特別演習

10 単位を選択必修科目とし，選択科目の講義10

単位以上（所属する学系の６単位を含む。）と併せ

て 20 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導

を受けた上で，特別研究の内容を博士論文として

提出し，その審査及び最終試験に合格することと

する。 

（単位修得の認定） 

第５条 各授業科目の単位修得の認定は，試験又は

研究報告により，担当教員が行うものとする。た

だし，演習，実験，実習の授業科目については，

平素の成績により単位の修得を認定することがで

きる。 

２ 他大学の大学院で修得した単位は，10 単位を

限度として，当該大学院の発行した単位修得証明

書により，研究科委員会で認定する。 

３ 第２条第７項により履修した単位は，課程修了

のための必要単位数には含めない。 

（追 試 験） 

第６条 病気，その他やむを得ない事由により，正

規の試験を受けることができなかった者について

は，追試験を行うことができる。 

（成績の評価） 

第７条 単位の認定は，100 点を満点として評点

し，60 点以上をもって合格とする。 

 一 成績は，原則として秀（90～100点），優（80

～89点），良（70～79 点），可（60～69点），

不可（0～59 点）をもって表し，不可は不合格

とする。 
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（学位論文及び最終試験） 

第12条 学生は，福山大学学位規程（以下「学位規

程」という。）及び福山大学大学院人間科学研究科学

位審査細則（以下「学位審査細則」という。）の定め

るところにより，学位申請書に学位論文を添え指導

教員の承認を受けて，指定の期日までに提出するも

のとする。 

２ 学位論文の提出と審査及び最終試験の実施は，学

位規程及び学位審査細則の定めるところによる。 

（留 学） 

第13条 学則第８条の４第１項の規定により，外国

の大学院に留学しようとする者にあっては，研究科

長を経て，学長の許可を得なければならない。 

２ 前項により留学した期間は，研究科委員会の議を

経て，本研究科の修業年限に算入することができる。 

（聴 講 生） 

第14条 本研究科の授業科目について，聴講を志願

する者があるときは研究科委員会の議を経て，学長

が許可することがある。 

２ 聴講生の取扱いについては，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第15条 他大学の大学院の学生で本研究科の授業科

目について，聴講を志願する者（以下「特別聴講学

生」という。）があるときは，当該大学との協議に基

づき研究科の授業及び研究に妨げのない限り，研究

科委員会の議を経て学長が許可することがある。 

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。 

（雑 則） 

第16条 この規則に定めるもののほか，必要な事項

は，研究科委員会の議を経て，別に定めることができ

る。 

 

附 則 

この規則は，平成3１年４月１日から施行する。 
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 二 前号の規定にかかわらず，授業科目によって

は，合又は否による評価を行うことがある。 

２ 前項の規定にかかわらず，本学以外の高等教

育機関及び研究機関等（外国を含む）で取得し

た成績を本学の授業科目等に読み替える場合

の評価，外部検定試験の成績又は合格によって

単位認定する本学の授業科目等の評価につい

ては，認定とする。 

（指導教員の変更） 

第８条 指導教員の変更は，認めない。ただし，特

別の事情がある者に限り，研究科委員会の議を経

て，許可することがある。 

２ 前項ただし書の規定により，指導教員を変更し

た者の修業年限は，既修の授業科目の内容により，

研究科委員会の議を経て，決定するものとする。 

（学位論文の提出） 

第９条 修士課程及び博士前期課程の学生は，福山

大学学位規程及び福山大学大学院工学研究科学位

審査細則の定めるところにより，学位申請書及び

修士論文を指導教員の承認を受け，研究科長を経

て，学長に提出するものとする。 

第 10 条 博士課程及び博士後期課程の学生は，福

山大学学位規程及び福山大学大学院工学研究科学

位審査細則の定めるところにより，学位申請書及

び博士論文を指導教員の承認を受け，研究科長を

経て，学長に提出するものとする。 

（学位論文の審査） 

第 11 条 学位論文の審査は，福山大学学位規程及

び福山大学大学院工学研究科学位審査細則の定め

るところによる。 

（最終試験） 

第 12 条 修士課程及び博士前期課程並びに博士

課程及び博士後期課程の最終試験は，所定の単

位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，

所定の学位論文を提出した者について行うもの

とする。 

２ 最終試験は，各専攻ごとに行うものとする。 

３ 最終試験の期日及び方法は，あらかじめ発表 

するものとする。 

（留 学） 

第 13 条 第２条第５項の規定による外国の大学の

大学院において，授業科目を履修するために留学

しようとするときは，研究科長を経て，学長の許

可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は，修業年限に算入する。 

（聴 講 生） 

第 14 条 本研究科の授業科目について，聴講を志

願する者があるときは研究科委員会の議を経て，

学長が許可することがある。  

２ 聴講生の取扱いについては，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第 15 条 他大学の大学院の学生で本研究科の授業

科目について，聴講を志願する者（以下「特別聴

講学生」という。）があるときは，当該大学との協

議に基づき研究科の授業及び研究に妨げのない限

り，研究科委員会の議を経て学長が許可すること

がある。 

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。 

（社会人の特別選抜試験） 

第 16 条 社会人で入学を志願する者があるときは，

学則第 12 条又は第 12 条の２に規定する入学資

格を有すると認められる者に限り，特別の入学考

査（以下「特別選抜試験」という。）を行い，選考

することができる。 

（教育方法の特例） 

第 17 条 社会人の特別選抜試験により入学した学

生については，夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法に

より教育を行うことができる。  

２ 教育方法の特例を希望する学生は，研究科委員

会に願い出て，許可を受けなければならない。 

（長期教育課程の履修） 

第 18 条 社会人の特別選抜試験により入学した

学生のうち，出願時に願い出た者で研究科委員

会が許可した場合は，最大，標準年限の２倍の

期間在籍し，計画的に教育課程を履修すること

ができる。 

（教員免許） 

第 19 条 学生が教育職員免許法及び同法施行規則

に定める所定の授業科目の単位を取得したときは，

次の表に掲げる免許状の種類に応じ，教育職員免

許状の授与を受ける所要資格を得ることができる。 

専攻の名称 免許状の種類 免許教科の種類 

電子・電気工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工 業 

生 命 工 学 専 攻 

中学校教諭専修免許状 理 科 

高等学校教諭専修免許状 理 科 

高等学校教諭専修免許状 水 産 

情報処理工学専攻 高等学校教諭専修免許状 情 報 

機 械 工 学 専 攻 高等学校教諭専修免許状 工 業 

（雑 則） 

第 20 条 この規則に定めるもののほか，必要な事 

項は，研究科委員会の議を経て，別に定めること 

ができる。 

   

   附 則 

この規則は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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19. 大学院薬学研究科規則 
 

（趣 旨） 

第１条 この規則は，福山大学大学院学則（以下「学

則」という｡）第２条の規定に基づく福山大学大

学院薬学研究科（以下「本研究科」という｡）に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

（目 的） 

第２条 本研究科医療薬学専攻博士課程においては，医

療人としての教養と倫理観を身に付け，医療薬学の基

礎的，社会的および臨床的な教育研究を通じて，医療

に貢献できる専門的知識・技能・態度を修得し，未知

の問題を解決する優れた研究能力を有する薬剤師を

養成するとともに，将来の医療薬学を支える指導者，

教育者および研究者を育成することを目的とする。 

（履修方法） 

第３条 授業科目の履修の指導及び研究指導を行う 

ため，研究科委員会は，各学生ごとに指導教員及び 

副指導教員（以下「指導教員等」という。）を定め 

る。 

２ 学生は，指導教員等の指示を受けて，学則第９ 

条の２第３項に規定する課程を修了しなければな 

らない。 

３ 学生は，履修しようとする授業科目につき，所 

定の履修届を指定した期限内に研究科長に提出し 

なければならない。 

４ 前項の期限内に履修届を提出しない者には，履 

 修を認めない。ただし，特別の事情がある場合に 

は，当該授業科目の担当教員の承認を受けた者に 

ついて，履修を認めることがある。 

５ 研究科委員会は，研究の進捗状況を確認するた 

め中間発表会を開催する。 

（博士課程の修了要件） 

第４条 学生は，別表に掲げる授業科目をその履修 

 方法に従い，指導教員等の指導を受けて 30 単位 

以上履修し，かつ，必要な研究指導を受けなけれ 

ばならない。 

（単位修得の認定） 

第５条 各授業科目の単位修得の認定は，試験又は 

研究報告により担当教員が行い，研究科委員会に 

諮るものとする。 

（追 試 験） 

第６条 病気，その他やむを得ない事由により，正 

規の試験を受けることができなかった者について 

は，追試験を行うことができる。 

（成績の評価） 

第７条 単位の認定は，100 点を満点として評点 

し，60 点以上をもって合格とする。 

一 成績は，原則として秀（90～100点），優（80～

89点），良（70～79点），可（60～69点），不可 

（０～59点）をもって表し，不可は不合格とする。 

二 前号の規定にかかわらず，授業科目によって 

は，合又は否による評価を行うことがある。 

２ 前項の規定にかかわらず，本学以外の高等教育機関 

及び研究機関等（外国を含む）で取得した成績を本学 

の授業科目等に読み替える場合の評価，外部検定試験 

の成績又は合格によって単位認定する本学の授業科 

目等の評価については，認定とする。 

(指導教員の変更) 

第８条 指導教員は原則として変更しない。ただし， 

特別の事情がある場合に限り，研究科委員会の議 

を経て，変更することがある。 

２ 前項ただし書の規定により，指導教員を変更した 

者に係る修了の要件は，既修の授業科目の内容によ 

り，研究科委員会の議を経て，決定するものとする。 

(学位論文の提出) 

第９条 本研究科の学生は，福山大学学位規程及び福山 

大学大学院薬学研究科学位審査細則の定めるところ 

により，学位申請書に学位論文を添え指導教員の承認 

を受けて指定の期限までに提出するものとする。 

 (学位論文の審査) 

第 10 条 学位論文の審査は，福山大学学位規程及 

び福山大学大学院薬学研究科学位審査細則の定め 

るところによる。 

(最終試験) 

第 11 条 博士課程の最終試験は，所定の単位を履修 

し，かつ，必要な研究指導を受けた上，所定の学位 

論文を提出した者について行うものとする。 

２ 最終試験の期日は，あらかじめ指示する。 

(留 学) 

第 12 条 学生は，学則第８条の４第１項の規定に 

 より外国の大学の大学院において，授業科目を履 

 修するために留学しようとするときは，研究科長 

 を経て，学長の許可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は，修業年限に算入する。 

(聴 講 生) 

第 13 条 本研究科の授業科目について，聴講を志 

願する者があるときは研究科委員会の議を経て， 

学長が許可することがある。 

２ 聴講生の取扱いについては，別に定める。 

(特別聴講学生) 

第 14 条 他大学の大学院及び外国の大学の大学院 

の学生で本研究科の授業科目について，聴講を志 

願する者(以下｢特別聴講学生｣という｡)があると 

きは，当該大学との協議に基づき研究科の授業及 

び研究に妨げのない限り，研究科委員会の議を経 

て学長が許可することがある。 

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。 

(雑 則) 

第 15 条 この規則に定めるもののほか，必要な事 

項は，研究科委員会の議を経て，別に定めること 

ができる。 

 

附 則 

この規則は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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 二 前号の規定にかかわらず，授業科目によって

は，合又は否による評価を行うことがある。 

２ 前項の規定にかかわらず，本学以外の高等教

育機関及び研究機関等（外国を含む）で取得し

た成績を本学の授業科目等に読み替える場合

の評価，外部検定試験の成績又は合格によって

単位認定する本学の授業科目等の評価につい

ては，認定とする。 

（指導教員の変更） 

第８条 指導教員の変更は，認めない。ただし，特

別の事情がある者に限り，研究科委員会の議を経

て，許可することがある。 

２ 前項ただし書の規定により，指導教員を変更し

た者の修業年限は，既修の授業科目の内容により，

研究科委員会の議を経て，決定するものとする。 

（学位論文の提出） 

第９条 修士課程及び博士前期課程の学生は，福山

大学学位規程及び福山大学大学院工学研究科学位

審査細則の定めるところにより，学位申請書及び

修士論文を指導教員の承認を受け，研究科長を経

て，学長に提出するものとする。 

第 10 条 博士課程及び博士後期課程の学生は，福

山大学学位規程及び福山大学大学院工学研究科学

位審査細則の定めるところにより，学位申請書及

び博士論文を指導教員の承認を受け，研究科長を

経て，学長に提出するものとする。 

（学位論文の審査） 

第 11 条 学位論文の審査は，福山大学学位規程及

び福山大学大学院工学研究科学位審査細則の定め

るところによる。 

（最終試験） 

第 12 条 修士課程及び博士前期課程並びに博士

課程及び博士後期課程の最終試験は，所定の単

位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，

所定の学位論文を提出した者について行うもの

とする。 

２ 最終試験は，各専攻ごとに行うものとする。 

３ 最終試験の期日及び方法は，あらかじめ発表 

するものとする。 

（留 学） 

第 13 条 第２条第５項の規定による外国の大学の

大学院において，授業科目を履修するために留学

しようとするときは，研究科長を経て，学長の許

可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は，修業年限に算入する。 

（聴 講 生） 

第 14 条 本研究科の授業科目について，聴講を志

願する者があるときは研究科委員会の議を経て，

学長が許可することがある。  

２ 聴講生の取扱いについては，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第 15 条 他大学の大学院の学生で本研究科の授業

科目について，聴講を志願する者（以下「特別聴

講学生」という。）があるときは，当該大学との協

議に基づき研究科の授業及び研究に妨げのない限

り，研究科委員会の議を経て学長が許可すること

がある。 

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。 

（社会人の特別選抜試験） 

第 16 条 社会人で入学を志願する者があるときは，

学則第 12 条又は第 12 条の２に規定する入学資

格を有すると認められる者に限り，特別の入学考

査（以下「特別選抜試験」という。）を行い，選考

することができる。 

（教育方法の特例） 

第 17 条 社会人の特別選抜試験により入学した学

生については，夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法に

より教育を行うことができる。  

２ 教育方法の特例を希望する学生は，研究科委員

会に願い出て，許可を受けなければならない。 

（長期教育課程の履修） 

第 18 条 社会人の特別選抜試験により入学した

学生のうち，出願時に願い出た者で研究科委員

会が許可した場合は，最大，標準年限の２倍の

期間在籍し，計画的に教育課程を履修すること

ができる。 

（教員免許） 

第 19 条 学生が教育職員免許法及び同法施行規則

に定める所定の授業科目の単位を取得したときは，

次の表に掲げる免許状の種類に応じ，教育職員免

許状の授与を受ける所要資格を得ることができる。 

専攻の名称 免許状の種類 免許教科の種類 

電子・電気工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工 業 

生 命 工 学 専 攻 

中学校教諭専修免許状 理 科 

高等学校教諭専修免許状 理 科 

高等学校教諭専修免許状 水 産 

情報処理工学専攻 高等学校教諭専修免許状 情 報 

機 械 工 学 専 攻 高等学校教諭専修免許状 工 業 

（雑 則） 

第 20 条 この規則に定めるもののほか，必要な事 

項は，研究科委員会の議を経て，別に定めること 

ができる。 

   

   附 則 

この規則は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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学問分野 授　業　科　目 単位数

分子代謝制御学特論 2

シグナル伝達特論 2

分子腫瘍機構特論 2

細胞分子構造学特論 2

分子血液学特論 2

微生物と化学療法学特論 2

薬物分子認識学特論 2

医薬分子化学特論 2

生理活性素材学特論 2

生体分子解析学特論 2

バーチャルスクリーニング解析学特論 2

分子薬学論情報演習（外国語、ITを含む） 2

薬物送達学特論 2

医薬品製剤安定性特論 2

薬効解析科学特論 2

神経薬理学特論 2

臨床免疫病態学特論 2

薬物動態学特論 2

薬剤設計学特論 2

臨床薬剤学特論 2

薬剤情報解析特論 2

漢方薬理学特論 2

放射線統合解析学特論 2

病態制御学論情報演習（外国語、ITを含む） 2

活性天然薬物学特論 2

補完代替医療特論 2

環境保健特論 2

毒性・中毒学特論 2

公衆衛生学特論 2

予防薬学特論 2

薬剤疫学特論 2

生活習慣病特論 2

セルフメディケーション特論 2

在宅医療特論 2

医療情報データベース特論 2

社会環境薬学論情報演習（外国語、ITを含む） 2

高度医療薬学研修Ⅰ 2

高度医療薬学研修Ⅱ 2

博士論文基礎演習Ⅰ 1

博士論文基礎演習Ⅱ 1

博士論文応用演習Ⅰ 1

博士論文応用演習Ⅱ 1

博士論文作成演習Ⅰ 1

博士論文作成演習Ⅱ 1

博士論文作成演習Ⅲ 1

博士論文作成演習Ⅳ 1

備考

　履修方法

　必修科目博士研究論文演習８単位及び選択科目22単位以上の計30単位以上を修得し、
　かつ必要な研究指導を受けなければならない。

別表　　授業科目，単位数及び履修方法

分子薬学コース群

病態制御学コース群

社会環境薬学コース群

各コース群共通

博士研究論文演習
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20．福山大学研究安全倫理委員会
規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は，福山大学（以下「本学」という。）

の教職員及び学生が行う科学等に関する学術研究

が適正に推進されるよう，倫理的，科学的妥当性及

び安全性を確保し，動物にあってはその愛護精神に

則り，ヒトにあっては個人の尊厳や人権が損なわれ

る危険性を未然に防ぐことを目的として，必要な事

項を定めるものとする。 

（設 置） 

第２条 前条に規定する目的を達成するために，本学

に福山大学研究安全倫理委員会（以下「本委員会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第３条 本委員会は，次の各号に掲げる研究の計画及

び実施の適否について審査を行い，学長に，倫理審

査結果を答申するものとする。 

(1) 遺伝子組換え生物を取り扱う研究 

(2) 動物を取り扱う研究 

(3) 微生物を取り扱う研究 

(4) ヒトを対象としたインフォームド・コンセント

を必要とする研究 

(5) 上記各号に準ずると判断された研究 

（組 織） 

第４条 本委員会は，次の各号に掲げる委員をもって

組織する。 

(1) 本学教員のうち，科学面から研究を総合的に審

査するに必要な優れた知識と経験を有する者 

３名 

(2) 本学教員のうち，倫理・法律を含む人文・社会

科学面から研究を総合的に審査するに必要な知

識と経験を有する者 ２名 

(3) 一般の立場を代表する者 １名 

(4) 第15条第１項に規定する各専門部会長 

(5) その他, 学長が必要と認める者 若干名 

２ 前項第１号から第３号の委員は，第５条に定める 

委員長の推薦に基づき学長が指名する。 

３ 第１項第１号，第２号及び第３号の委員の任期は

２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた

場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 本委員会に，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，本学教員の中から学長が指名した者 

とし，副委員長は委員の中から委員長が指名した 

者とする。 

３ 委員長は，本委員会を招集し，その議長となる。 

４ 委員長に事故があるときは，副委員長がその職務 

を代行する。 

（議 事） 

第６条 本委員会は，委員の３分の２以上が出席 

し，かつ，第４条第１項第２号及び第３号の委員が 

それぞれ１名以上出席しなければ議事を開き，議 

決することができない。 

（議決方法） 

第７条 審査の判定は，出席委員全員の合意を原則と

する。 

（意見の聴取） 

第８条 本委員会が必要と認めたときは，委員以 

外の者を出席させ，その意見を聴くことができる。 

（審査の判定結果） 

第９条 審査の判定結果は，次のとおりとする。 

 ア 非該当の通知 

 イ 本委員会承認 

 ウ 変更の勧告 

 エ 本委員会不承認 

（計画の審査等手続き） 

第10条 研究を行おうとする者（以下「申請者」と

いう。）は，第３条各号に規定する研究を行おうと

するときは, あらかじめ研究安全審査申請書（本委

員会様式第１号）及び研究計画書（専門部会様式第

１号）を学長に提出しなければならない。 

２ 学長は，本委員会に計画の実施の適否につい 

て諮問するものとする。 

３ 学長は，本委員会の審査結果（本委員会様 

式第２号）に基づいて，その判定結果を申請者に 

文書（本委員会様式第３号）により通知するもの 

とする。 

（薬学部実務実習の特例） 

第10条の２ 前４条の規定にかかわらず, 本学の薬

学部に在籍する学生が, 病院・薬局などの医療現場

で薬剤師の指導・監督の下に行う実務実習に関する

事項についての審査等の手続きは, 第15条に規定

するヒト倫理部会の定めるところによることがで

きる。 

２ 前項による審査手続きを行った場合, 第11条及

び第12条の規定は適用しない。 

３ 第１項による審査手続きを行った場合, ヒト倫理

専門部会長は審査等の内容を書面で本委員会委員

長に報告しなければならない。 

（再 審 査） 

第11条 第10条第３項の判定結果に異議のある 

申請者は，再審査の申請（本委員会様式第４ 

号）を行うことができる。 

２ 本委員会は，第10条に基づいて審査を行い，学

長に報告（本委員会様式第５号）するものとする。 

３ 学長は，本委員会の審査結果に基づいて， 

その判定結果を申請者に文書（本委員会様式 
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学問分野 授　業　科　目 単位数

分子代謝制御学特論 2

シグナル伝達特論 2

分子腫瘍機構特論 2

細胞分子構造学特論 2

分子血液学特論 2

微生物と化学療法学特論 2

薬物分子認識学特論 2

医薬分子化学特論 2

生理活性素材学特論 2

生体分子解析学特論 2

バーチャルスクリーニング解析学特論 2

分子薬学論情報演習（外国語、ITを含む） 2

薬物送達学特論 2

医薬品製剤安定性特論 2

薬効解析科学特論 2

神経薬理学特論 2

臨床免疫病態学特論 2

薬物動態学特論 2

薬剤設計学特論 2

臨床薬剤学特論 2

薬剤情報解析特論 2

漢方薬理学特論 2

放射線統合解析学特論 2

病態制御学論情報演習（外国語、ITを含む） 2

活性天然薬物学特論 2

補完代替医療特論 2

環境保健特論 2

毒性・中毒学特論 2

公衆衛生学特論 2

予防薬学特論 2

薬剤疫学特論 2

生活習慣病特論 2

セルフメディケーション特論 2

在宅医療特論 2

医療情報データベース特論 2

社会環境薬学論情報演習（外国語、ITを含む） 2

高度医療薬学研修Ⅰ 2

高度医療薬学研修Ⅱ 2

博士論文基礎演習Ⅰ 1

博士論文基礎演習Ⅱ 1

博士論文応用演習Ⅰ 1

博士論文応用演習Ⅱ 1

博士論文作成演習Ⅰ 1

博士論文作成演習Ⅱ 1

博士論文作成演習Ⅲ 1

博士論文作成演習Ⅳ 1

備考

　履修方法

　必修科目博士研究論文演習８単位及び選択科目22単位以上の計30単位以上を修得し、
　かつ必要な研究指導を受けなければならない。

別表　　授業科目，単位数及び履修方法

分子薬学コース群

病態制御学コース群

社会環境薬学コース群

各コース群共通

博士研究論文演習
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第６号）により通知するものとする。 

（安全倫理審査証明） 

第12条 安全倫理審査証明書を必要とする申請者は， 

学長に請求（専門部会様式第４号）するものとする。 

２ 前項の請求があった場合，学長は安全倫理審査証

明書（本委員会様式第７号）を発するものとする。 

（守秘義務） 

第13条 委員は，職務上知り得た情報を正当な理 

由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同 

様とする。 

（公 開） 

第14条 本委員会の運営に関する事項，委員の 

氏名，委員の構成及び議事要旨は公開するもの 

とする。ただし，議事要旨のうち，研究対象者の人 

権，研究の独創性又は知的財産権の保護に支障 

が生じるおそれのある部分は，本委員会の議 

を経て非公開とすることができる。 

（専門部会） 

第15条 本委員会は，次の各号に掲げる専門部 

会を置く。 

(1) 遺伝子組換え生物安全管理部会 

(2) 動物実験安全倫理部会 

(3) 微生物等安全管理部会 

(4) ヒト倫理部会 

２ 専門部会の運営に関して必要な事項は，別に定め

る。 

（自己点検） 

第16条 本委員会は，各部会に関係法令等への 

適合性に関し, 自己点検・評価を指示し，その結 

果を点検後，学長に報告するものとする。 

（情報公開） 

第17条 本委員会は，第３条各号に定める研究 

についての情報を，公表するものとする。 

（緊急事態等の措置） 

第18条 本委員会委員は，地震，火災等の災害又は 

犯罪行為による重大な被害が発生し，必要があると 

判断した場合は，直ちに福山大学危機管理委員長 

（学長）に報告しなければならない。 

２ 学長は，本委員会が承認した第３条各号に掲げる 

研究が遂行されている中で，不測の事態が生じた場 

合は，直ちに対策本部を設置しなければならない。 

３ 対策本部の構成，所掌事務等については，別に定

める。 

（事 務） 

第19条 本委員会に関する事務は，関係部局の 

協力を得て，総務部企画・文書課において処理 

する。 

 

附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

第15条に定める４つの専門部会の規則は，本学の

ホームページに掲載してあります。 
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21．福山大学学生の外国留学に関

する内規 
 

 

（目    的） 

第 １ 条 福山大学学則第 21 条の規程に基づく学生

の外国留学（以下「留学」という。）については，この

内規の定めるところによる。 

（留 学 資 格） 

第 ２ 条 留学することのできる学生は，2 年次以上

の学生とする。 

（留 学 期 間） 

第 ３ 条 留学の期間は１年以内とする。ただし特に

必要がある場合には，学長の許可を得て１年を限度と

してその期間を延長することができる。 

（留学の申出） 

第 ４ 条 留学を希望する学生は，留学許可願（※注）

を，留学しようとする日の6 か月前までに所属学部の

学部長に提出するものとする。 

２ 学部長は，前項より願い出のあった学生について，

教授会の議を経て，学長に申し出るものとする。 

（在 学 期 間） 

第 ５ 条 留学の期間は，これを本学の在学期間に通

算する。ただし学則第15 条第3 項に定める在学期間

の「8 年まで（薬学部については12 年）とあるのは，

8 年に留学期間を加えた年数まで」と読み代えるもの

とし，当該留学期間中は，同項ただし書は適用しない

ものとする。 

（単 位 互 換） 

第 ６ 条 留学により外国の大学で履修した授業科目

について修得した単位は，各学部等の定めるところに

より，在学期間を通じて学則第 20 条により修得した

単位数と合わせて 60 単位を超えない範囲内で，当該

学部等において修得したものとみなすことができる。 

（授業料免除） 

第 ７ 条 留学期間中の本学における授業料は，その

2 分の1 を免除する。 

（報  告  書） 

第 ８ 条 留学期間が終了したときは，帰国後速やか

に，学部長を経て学長に履修報告書を提出しなければ

ならない。 

 附 則 

この内規は，平成4 年4 月1 日から施行する。 

（※注）留学許可願様式は省略 

  附 則 

この内規は，平成21 年４月１日から施行する。 
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第６号）により通知するものとする。 

（安全倫理審査証明） 

第12条 安全倫理審査証明書を必要とする申請者は， 

学長に請求（専門部会様式第４号）するものとする。 

２ 前項の請求があった場合，学長は安全倫理審査証

明書（本委員会様式第７号）を発するものとする。 

（守秘義務） 

第13条 委員は，職務上知り得た情報を正当な理 

由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同 

様とする。 

（公 開） 

第14条 本委員会の運営に関する事項，委員の 

氏名，委員の構成及び議事要旨は公開するもの 

とする。ただし，議事要旨のうち，研究対象者の人 

権，研究の独創性又は知的財産権の保護に支障 

が生じるおそれのある部分は，本委員会の議 

を経て非公開とすることができる。 

（専門部会） 

第15条 本委員会は，次の各号に掲げる専門部 

会を置く。 

(1) 遺伝子組換え生物安全管理部会 

(2) 動物実験安全倫理部会 

(3) 微生物等安全管理部会 

(4) ヒト倫理部会 

２ 専門部会の運営に関して必要な事項は，別に定め

る。 

（自己点検） 

第16条 本委員会は，各部会に関係法令等への 

適合性に関し, 自己点検・評価を指示し，その結 

果を点検後，学長に報告するものとする。 

（情報公開） 

第17条 本委員会は，第３条各号に定める研究 

についての情報を，公表するものとする。 

（緊急事態等の措置） 

第18条 本委員会委員は，地震，火災等の災害又は 

犯罪行為による重大な被害が発生し，必要があると 

判断した場合は，直ちに福山大学危機管理委員長 

（学長）に報告しなければならない。 

２ 学長は，本委員会が承認した第３条各号に掲げる 

研究が遂行されている中で，不測の事態が生じた場 

合は，直ちに対策本部を設置しなければならない。 

３ 対策本部の構成，所掌事務等については，別に定

める。 

（事 務） 

第19条 本委員会に関する事務は，関係部局の 

協力を得て，総務部企画・文書課において処理 

する。 

 

附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

第15条に定める４つの専門部会の規則は，本学の

ホームページに掲載してあります。 
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22．教職課程（専修免許状）

電子・電気工学専攻

情報処理工学専攻

機械工学専攻

免許状の
種　類

大学院における
最低修得単位数

研　究　科

入学年度基礎資格

高等学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（水産）

高等学校教諭
専修免許状

　専修免許状は，大学院修士課程等において特定の分野について深い学識を積み，当該分野につい
て高度の資質・能力を備えた者に与えられるものである。
　本学大学院において所要資格を取得できる免許状の種類は次の表のとおりである。

中学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（情報）

専　　攻

工学研究科

生命工学専攻

大学における最低修得単位数

平成31
年度以前

2459

教科及び教職に関する科目

教員免許状の種類（免許教科）

高等学校教諭専修免許状（工業）

大学が独自に
設定する科目

　中学校教諭専修免許状，または高等学校教諭専修免許状の資格を得ようとする者は，修士の学位
を取得し，かつ中学校教諭一種免許状，または高等学校教諭一種免許状をすでに取得しているか，
或いは学部で開講する「教科及び教職に関する科目」を履修して，所定の単位を修得した者でなけ
ればならない。

修士の学
位を有す
ること

中学校教諭
専修免許状
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23．図 書 館 規 程    

 

（趣 旨） 

第１条 福山大学附属図書館（「図書館という。以

下同じ。」）の図書保管及び利用等については，

この規程の定めるところによる。 

（運 営） 

第２条 図書館の運営に関する事項は，図書館運

営委員会で協議する。 

２ 図書館運営委員会については，別に定める。 

（管理図書） 

第３条 図書館が管理する図書は，次のとおりと

する。 

一 教職員研究用図書 

二 学生用参考図書 

三 新聞，雑誌，その他の定期的刊行物 

四 前各号に含まれない図書 

（開館及び休館） 

第４条 図書館の開館は次の休館日を除き, ８時

３０分から１９時３０分までとする。  

一 日曜日 

 二 土曜日（月曜日から金曜日までの間に第三

号又は第四号の休日（１２月２９

日から翌年１月４日までの間の

休日を除く。）がある週の土曜日

は除く。） 

 三 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 四 開学記念日  ５月１５日 

 五 年末年始 

 六 図書の点検その他の理由による臨時休館日 

２ 前項第２号に定める休館日にあっては, 春季, 

夏季, 冬季休業中以外の月の第１・３・５週は

分館を, 第２・４週は本館を９時から１６時３

０分まで開館する。 

３ 館長は, 前２項の規定にかかわらず, 必要と

認めたときは, 開館時間等を変更することがで

きる。 

（図書館の利用） 

第５条 図書館を利用することのできる者は，本学

の教職員，学生及び館長の許可を受けた者とする。 

（入 館） 

第６条 学生は，図書館を利用する際は学生証に

て入館するものとする。 

２ 教職員には，図書館利用証を交付する。その

有効期間は，在職中とする。 

（図書の閲覧） 

第７条 開架書架を閲覧しようとする者は，閲覧

室において自由に閲覧できる。 

２ 閉架書架を閲覧しようとする者は，閉架図書

閲覧票に所定の事項を記入し，学生証とともに

係員に差し出さなければならない。 

３ 前項により閲覧する者の閲覧冊数は，同時に

２冊を超えてはならない。 

４ 閲覧図書は他人に転貸し，又は，第９条によ

る貸出の場合を除き，閲覧室以外に持ち出して

はならない。 

５ 貴重図書の閲覧は福山大学附属図書館施設等

利用細則の定めるところによる。 

第８条 閲覧室においては静粛にし，次の事項を

守らなければならない。 

一 喫煙しないこと。 

二 協議又は議事に類する会合を行わないこと。 

三 無断で掲示又は議事に類する行動をしな

いこと。 

四 印刷物，その他の物品を配布し，その他他

人に勧説しないこと。 

五 その他他人の迷惑となる行動をしないこと。 

（貸 出） 

第９条 図書の貸出を受けようとする者は，図書

とともに学生証を係員に差し出すものとする。 

第 10 条 貸出を受けることのできる図書の冊数

及び貸出期間は，次のとおりとする。ただし，

辞書，事典，貴重図書及び館長が特に指定した

ものは，貸出を受けることができない。 

一 教職員は 300 冊以内，期間は 1 年以内と

する。 

二 大学院生は 15 冊以内，1 ヶ月以内とする。 

三 4 年次生以上は 10 冊以内，1 ヶ月以内と

する。 

四 1 年次から 3 年次までの学部学生は 5 冊

以内，15 日以内とする。 

五 その他館長の許可を受けた者については，

3 冊以内，15 日以内とする。 

第 11 条 貸出の時期，又は貸出図書の状況によ

り貸出の一時停止を行うことがある。 

第 12 条 春季，夏季及び冬季の休業中は，特に

長期の貸出を許可することがある。 

第 13 条 貸出希望の図書がすでに他に貸出され

ている場合等には，予約を受けることができる。 

第 14 条 貸出図書は，貸出期間中でも図書館長

が必要と認める場合には図書を点検し，又はそ

の返納を求めることができる。 

第 15 条 貸出図書は，他人に転貸してはならない。 

第 16 条 教職員及び学生は，退職，休職，退学，

休学，卒業，その他長期にわたって，大学から

離れるときは，事前に貸出図書を返納しなけれ

ばならない。 

（書庫の出入制限） 

第 17 条 教員及び特に館長の許可した者は，係
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22．教職課程（専修免許状）

電子・電気工学専攻

情報処理工学専攻

機械工学専攻

免許状の
種　類

大学院における
最低修得単位数

研　究　科

入学年度基礎資格

高等学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（水産）

高等学校教諭
専修免許状

　専修免許状は，大学院修士課程等において特定の分野について深い学識を積み，当該分野につい
て高度の資質・能力を備えた者に与えられるものである。
　本学大学院において所要資格を取得できる免許状の種類は次の表のとおりである。

中学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（情報）

専　　攻

工学研究科

生命工学専攻

大学における最低修得単位数

平成31
年度以前

2459

教科及び教職に関する科目

教員免許状の種類（免許教科）

高等学校教諭専修免許状（工業）

大学が独自に
設定する科目

　中学校教諭専修免許状，または高等学校教諭専修免許状の資格を得ようとする者は，修士の学位
を取得し，かつ中学校教諭一種免許状，または高等学校教諭一種免許状をすでに取得しているか，
或いは学部で開講する「教科及び教職に関する科目」を履修して，所定の単位を修得した者でなけ
ればならない。

修士の学
位を有す
ること

中学校教諭
専修免許状
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員に申し出て書庫に入り図書を検索すること

ができる。 

（施設等使用） 

第 18 条 特別閲覧室その他の施設等の使用につ

いては別に定める。 

（罰 則） 

第 19 条 図書を損傷又は亡失したときは，これ

を弁償させるほか，場合によっては，図書館の

利用を停止することがある。 

第 20 条 図書館の規則を守らず又は図書館長の

指示に従わない者は，図書館の利用を停止する。 

（複写サービス） 

第 21 条 図書館所蔵の図書資料等を学問研究の

ために複写しようとする者は，係員に申し出，

所定の実費を納入して複写サービスを受ける

ことができる。ただし，著作権に関する一切の

責任は依頼者において負うものとし，図書館は

その責任を負わない。 

（図書の寄託及び寄贈） 

第 22 条 図書館は図書の寄託又は寄贈の申し出

があるときは，教育・研究上の資料として価値

あると判断する場合，これを受入れることがで

きる。 

２ 寄託図書又は寄贈図書について必要あるとき

は，文庫の指定を行い，又は特別に資料室を設

けて，これを管理する。 

３ 文庫及び資料室については，別に定める。 

 

附 則 

 この規程は，令和2年4月1日から施行する。 
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24．学校法人福山大学奨学生 

規程 
 

 （趣 旨） 
第１条 この規定は，福山大学及び福山平成大学 
（以下「本学」という。）の奨学生について定める。 

 （目 的）  
 第２条 本学入学者のうち学業成績，人物とも

に優秀で，将来社会の指導的人物となりうる
人材に奨学金を授与して積極的にその育成に
資することを目的とする。 

 （資 格） 
 第３条 奨学生は，本学に在学（長期履修制度選

択者及び外国人留学生を除く。）し，学業成績
優秀，品行方正であり，他の学生の模範になる
と認められる者でなければならない。 

（奨学生の種類） 
   第４条 奨学生は，一般奨学生，特別奨学生Ａ, 

特別奨学生Ｂ及び特別奨学生Ｃとする。 
  一 一般奨学生は，本学に入学後，学業成績優秀

な者のうち，福山大学学生委員会又は福山平
成大学学生委員会でそれぞれ奨学生として
選考された者をいう。 

   二 特別奨学生Ａは，一般選抜（前期Ａ日程・
Ｂ日程, 後期），公募推薦型選抜（Ａ日程・Ｂ日 

         程），大学入学共通テスト利用選抜（前期・
後期）（以下「公募推薦型選抜・一般選抜」と
い 

         う。）の合格者のうち，入学試験の成績が
上位の者について，特別奨学生Ａとして入学さ
せた 

         者をいう。 
   三 特別奨学生Ｂは，指定校推薦型選抜の合格

者のうち，各高等学校に通知する学習成績の状
況 

        を上回る者及び福山平成大学の指定校（資
格取得者）推薦型選抜において通知する学習成
績の 

        状況を上回り，指定された資格を取得した
者について，特別奨学生Ｂとして入学させた者
をい 

        う。 
     四 特別奨学生Ｃは，経済学部国際経済学科の

指定校（グローバル人材強化）推薦型選抜, 経
済学 

        部税務会計学科の指定校（会計・経営人材
強化）推薦型選抜及び人間文化学部メディア・
映像 

        学科の指定校（芸術・メディア表現枠）推
薦型選抜の合格者について，特別奨学生Ｃとし
て入 

        学させた者をいう。 
 

（奨学生の選考） 

第５条 奨学生の選考は，次のとおりとする。 

 一 一般奨学生の選考は，福山大学学生委員会又

は福山平成大学学生委員会で行い，２年次生以

上の者における前年度（薬学部６年次生の選考

については，１年次生から５年次生までの５年

間）の学業成績優秀者について，それぞれ毎年

次，各学科若干名を選考する。 

 二 特別奨学生Ａは，公募推薦型選抜・一般選抜

の合格者のうち，前期Ａ日程においては，同試

験の成績優秀者について，福山大学にあっては

上位 100 名を目処とし，福山平成大学にあっ

ては上位 30 名を目処として選考する。 

   前期Ａ日程を除く公募推薦型選抜・一般選抜

の各試験においては，それぞれの試験の成績優

秀者について福山大学及び福山平成大学は若

干名を選考する。 

 三 特別奨学生Ｂは，指定校推薦型選抜の合格者

のうち，各高等学校に通知する当該学習成績の

状況を上回る者及び福山平成大学の指定校（資

格取得者）推薦型選抜において通知する学習成

績の状況を上回り，指定された資格を取得した

者を選考する。 

  四 特別奨学生Ｃは，経済学部国際経済学科の指

定校（グローバル人材強化）推薦型選抜, 経済

学部税務会計学科の指定校（会計・経営人材強

化）推薦型選抜及び人間文化学部メディア・映

像学科の指定校（芸術・メディア表現枠）推薦

型選抜に合格した者とする。 

２ 前項第二号, 第三号及び第四号に掲げる特別奨

学生は，原則として同項第一号の一般奨学生とな

ることができない。 

３ 選考された奨学生候補者は，奨学生となるこ
とを辞退することができる。 
 （奨学生の決定等） 

第６条 奨学生の決定又は取り消しは，前条又は
第８条に基づき理事長が行う。 

（奨学生の特典） 
第７条 奨学生の特典は次のとおりとする。 

一 一般奨学生は，２年次生以上の者について
当該年度の授業料のうち，薬学部にあっては
５０万円を，その他の各学部にあっては３０
万円を減免する。 

 二 特別奨学生Ａは，入学年次の学納金のうち，
授業料について福山大学にあっては 100 分
の 50 を，福山平成大学にあっては 100 分
の 40 をそれぞれ減免するとともに，その者
にかかる正規の修業年限の間，継続して適用
する。ただし，２年次以降において，前年度
各学科で定められた単位数以上を取得し，か
つ，前年度単位取得科目の平均値が 75 点以
上の場合に限る。 
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員に申し出て書庫に入り図書を検索すること

ができる。 

（施設等使用） 

第 18 条 特別閲覧室その他の施設等の使用につ

いては別に定める。 

（罰 則） 

第 19 条 図書を損傷又は亡失したときは，これ

を弁償させるほか，場合によっては，図書館の

利用を停止することがある。 

第 20 条 図書館の規則を守らず又は図書館長の

指示に従わない者は，図書館の利用を停止する。 

（複写サービス） 

第 21 条 図書館所蔵の図書資料等を学問研究の

ために複写しようとする者は，係員に申し出，

所定の実費を納入して複写サービスを受ける

ことができる。ただし，著作権に関する一切の

責任は依頼者において負うものとし，図書館は

その責任を負わない。 

（図書の寄託及び寄贈） 

第 22 条 図書館は図書の寄託又は寄贈の申し出

があるときは，教育・研究上の資料として価値

あると判断する場合，これを受入れることがで

きる。 

２ 寄託図書又は寄贈図書について必要あるとき

は，文庫の指定を行い，又は特別に資料室を設

けて，これを管理する。 

３ 文庫及び資料室については，別に定める。 

 

附 則 

 この規程は，令和2年4月1日から施行する。 
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三 特別奨学生Ｂは，入学年次の学納金のうち，福

山平成大学の入学金については減免すること

ができる。また、授業料について薬学部及び看

護学部にあっては 100 分の 30 を，その他の

各学部にあっては 100 分の 40 をそれぞれ減

免するとともに，その者にかかる正規の修業年

限の間，継続して適用する。ただし，２年次以

降において,前年度各学科で定められた単位数

以上を取得し, かつ, 前年度単位取得科目の平

均値が 75 点以上の場合に限る。 

 
四 特別奨学生Cは，入学年次の学納金のうち

，授業料について100分の50を減免すると
ともに，その者にかかる正規の修業年限の間
，継続して適用する。ただし，2年次以降にお
いて，前年度該当学科で定められた単位数以
上を取得し，かつ，前年度単位取得科目の平
均値が75点以上の場合に限る。 

 （奨学生の取り消し等） 
 第８条 奨学生が次の一に該当すると選考部会に

おいて認めたときは，奨学生としての身分を取
り消す。 

  一 学生としての本文にもとる行為があったと
き。 

  二 奨学生として学業成績その他の点で不適当
であると認めたとき。 

 ２ 奨学生が病気，その他やむを得ない事由によ
り休学したときは，奨学生の身分は保留する。 

（事 務） 
第９条 奨学生に関する事務は，福山大学におい

ては学務部学生課が，福山平成大学においては
学務課が行う。ただし，特別奨学生Ａ, 特別奨学
生Ｂ及び特別奨学生Ｃの入学時における特別奨
学生に関しては，入試広報室が行うものとする。 

 
   附 則 
 この改正は令和２年 4 月 1 日から施行し，令和

3 年度入学生から適用する。 
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25．学 生 準 則 

 

（目 的） 

第１条 この準則は，福山大学の学生が学生生活を

する上で遵守しなければならない基本的な事項

を定めることを目的とする。 

（誓約書） 

第２条 学生は，指定の期日までに保証人と連名で

署名捺印した誓約書を大学に提出しなければな

らない。 

（学生証） 

第３条 学生証は，学生の身分を証明するもので，

常にこれを携帯しなければならない。 

第４条 学生証は，種々の証明書及び旅客運賃割引

等の交付を願い出るときは，これを提示しなけれ

ばならない。 

第５条 学生証は，本学教職員の要求があれば，い

つでもこれを提示しなければならない。 

第６条 学生証は，本人以外にこれを使用すること

はできない。 

第７条 学生証は，入学時に交付を受け，卒業のと

き返還する。 

第８条 学生証を紛失又は亡失したときは，学生証

再交付願に写真および手数料を添えて再交付を

願い出るものとする。 

（学生記録） 

第９条 学生は，入学後，速やかに学生記録原票に

所要の事項を記入して学生課に提出する。 

２ 学生記録原票の記載事項に変更があった場合は，

その都度速やかに届け出る。 

（服 装） 

第10条 服装は，質素，端正なものとし，本学学

生たるの品位と体面を保持するように努める。 

第11条 学生は，本学所定の徽章を付ける。 

第12条 特に許可された場合を除き，学内にあっ

ては晴雨にかかわらず下駄履きを禁ずる。 

（喫煙・飲酒） 

第13条 学内における飲酒を禁ずる。 

２ 学内にあっては，所定の場所以外における喫煙

を禁ずる。 

（健康診断） 

第14条 学生は，本学施行の健康診断を受けなけ

ればならない。 

 やむを得ない事由でこれを受けることができない

時は，学生課に届け出て指示を受ける。 

（学生団体） 

第15条 学生が，団体を結成しようとするときは，

次の事項を具して学生課を通して願い出て許可

を受けなければならない。 

 一 団 体 名 

 二 目   的 

 三 活   動 

 四 代表責任者の氏名 

 五 連 絡 先 

 六 役員及び構成員数 

 七 顧問教員名 

２ 願い出事項に変更を生じたときは，その都度速

やかに届け出て，許可を得なければならない。 

３ 学生団体が，学外団体へ加入し，あるいは脱退

しようとするときは，次の事項を具して，原則と

して10日前までに学生課を通じて願い出て，許

可を受けなければならない。 

  一 加入・脱退しようとする学外団体の，団体

名・代表者名・事務局所在地・規約 

  二 加入・脱退しようとする理由 

  三 学外団体の活動概要 

  四 加入のための経費・負担額とその支出方法 

（集会及び行事） 

第16条 学生または学生団体が，集会あるいは行

事をしようとするときは，次の事項を具して，原

則として10日前までに学生課を通して願い出て

許可を得なければならない。 

 この場合，行事には募金・署名及び調査等の諸活

動を含む。 

  一 主 催 者 

  二 集会又は行事の名称及び目的 

三 集会又は行事を行う日時及び場所 

  四 集会又は行事の代表責任者の氏名 

 五 集会に必要とする費用とその出所 

  六 集会に参加する予定人員 

  七 学外者を参加させるときはその理由 

２ 前項の集会又は行事終了後速やかに次の事項を

具して報告しなければならない。 

  一 変更のあった内容 

  二 結果（成績） 

  三 実経費（個人負担額（１人当り），サークル

費，学友会補助，その他） 

第17条 学生又は学生団体が，学外団体の行う集

会又は行事に福山大学生として参加しようとす

るときは，次の事項を具して，原則として10日

前までに学生課を通して願い出て，許可を得なけ

ればならない。 

  一 集会又は行事の名称及び目的 

  二 集会又は行事を行う日時及び場所 

  三 集会又は行事の代表責任者の氏名 
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三 特別奨学生Ｂは，入学年次の学納金のうち，福

山平成大学の入学金については減免すること

ができる。また、授業料について薬学部及び看

護学部にあっては 100 分の 30 を，その他の

各学部にあっては 100 分の 40 をそれぞれ減

免するとともに，その者にかかる正規の修業年

限の間，継続して適用する。ただし，２年次以

降において,前年度各学科で定められた単位数

以上を取得し, かつ, 前年度単位取得科目の平

均値が 75 点以上の場合に限る。 

 
四 特別奨学生Cは，入学年次の学納金のうち

，授業料について100分の50を減免すると
ともに，その者にかかる正規の修業年限の間
，継続して適用する。ただし，2年次以降にお
いて，前年度該当学科で定められた単位数以
上を取得し，かつ，前年度単位取得科目の平
均値が75点以上の場合に限る。 

 （奨学生の取り消し等） 
 第８条 奨学生が次の一に該当すると選考部会に

おいて認めたときは，奨学生としての身分を取
り消す。 

  一 学生としての本文にもとる行為があったと
き。 

  二 奨学生として学業成績その他の点で不適当
であると認めたとき。 

 ２ 奨学生が病気，その他やむを得ない事由によ
り休学したときは，奨学生の身分は保留する。 

（事 務） 
第９条 奨学生に関する事務は，福山大学におい

ては学務部学生課が，福山平成大学においては
学務課が行う。ただし，特別奨学生Ａ, 特別奨学
生Ｂ及び特別奨学生Ｃの入学時における特別奨
学生に関しては，入試広報室が行うものとする。 

 
   附 則 
 この改正は令和２年 4 月 1 日から施行し，令和

3 年度入学生から適用する。 
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    （なお行事終了後の報告は前条に準ずる） 

第18条 集会又は行事のため，学内施設を使用し

ようとするときは，原則として使用日の５日前ま

でに，所定の事項を具して，学生課を通して願い

出て許可を得なければならない。 

第19条 学内施設の使用を許可された者は，その

集会または行事のために生じた損害については

その責に任じなければならない。 

（掲示・放送・配布等） 

第20条 学生又は学生団体による文書の掲示・放

送・配布は，その責任者の氏名と実施期日を記載

した現物又は原稿を具し，学生課を通して願い出

るものとする。 

第21条 掲示は，学内所定の学生用の掲示板にす

ることとし，所定の場所以外に掲示してはならな

い。なお，この場合，掲示板をはみ出ないよう掲

示物の大きさを考慮しなければならない。 

第22条 掲示・放送・配布の期間は，原則として

１週間以内とする。 

 掲示物については，期間経過後直ちに，責任者に

おいて撤去しなければならない。 

第23条 学内においては，授業及び研究を妨げる

ような拡声放送，演奏又は集団示威行動等をして

はならない。 

（制限・禁止） 

第24条 学生又は学生団体の行為が，本学の諸規

則に反し，秩序を乱し，その他学生の本分にもと

ると認められるときは，その他の行為の制限，停

止，禁止又は団体の解散を命ずることがある。 

（通学・駐車） 

第25条 通学は，公共の交通機関及び本学スクー

ルバスを利用することを原則とする。ただし，特

別な場合は，別に定める福山大学車両通学細則に

より通学を許可する。 

２ 車両又は自転車で通学するものは，学内所定の

場所以外の場所に駐車してはならない。 

本学学生駐車場の使用は，別に定める福山大学車

両通学細則によらねばならない。 

（授業料等の納入） 

第26条 授業料その他本学所定の学生納付金につい

ては，所定の期日までに納入しなければならない。 

２ 前項の納入金を期日までに納入することができ

ないときは，期日までにあらかじめその旨を経理

課へ届け出，その指導を受けるものとする。 

３ 授業料を期限内に納入しない者に対しては，延

滞金を徴収することとし，その額は，別に定める。 

４ 授業料の未納者は，これを完納するまで期末試

験を受験してもその評価は保留するものとする。 

（奨学金） 

第27条 学業成績が優秀で，品行方正，かつ身体

強健な者には，選考の上授業料の一部を免除する

特典が与えられることがある。 

２ 前項の選考は，期末及び学年末試験で優秀な成

績を得た者の中から行う。 

第28条 学生が１週間以上欠席する場合には，所

定の長期欠席届を教務課へ提出しなければなら

ない。 

   

 附 則 

この改正は，平成１３年４月１日から施行する。 
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26．車両通学細則 

 

第１条 学生準則第２５条に基づいてこの細則を定

める。 

この細則において，車両とは自動車並びに単車

（原動機付自転車及び自動二輪車）をいう。 

 

第１章  車 両 通 学 

（車両通学許可条件） 

第２条 車両通学の許可を受けようとする者（以下

「車両通学申請者」という。）は，次に掲げる条

件をすべて備えていなければならない。 

一 大学が実施又は，指定する交通指導を受けて

いること。 

二 所定の運転免許を有していること。 

三 車両は，必要な車検に合格したものであって，

本人又は，保証人が所有し，かつ，通学に適当

なものであること。 

四 任意保険に加入しているものであること。 

五 必ず本人が運転すること。 

（車両通学申請） 

第３条 車両通学申請者は，所定の申請書を学生課

に提出するものとする。 

（車両通学許可） 

第４条 車両通学許可は，次の項目について審議の

上，本学駐車場の収容台数以内において車両通学

の必要性の順に許可する。 

一 住居が遠距離であるもの。 

二 交通が不便であるもの。 

三 身体的理由により，車両通学を必要とするも

の。この場合においては，第２条五号の条件は

適用しないことがある。 

四 研究上の必要から，スクールバスを利用でき

ないもの。 

第５条 前条により許可された者は，所定の期日ま

でに，自動車にあっては駐車場維持費，単車にあ

ってはステッカー代金を納入しなければならな

い。 

（許可証） 

第６条 車両通学を許可された者（以下「車両通学

許可者」という。）には，「許可ステッカー」を交

付する。 

（車両通学上の注意事項） 

第７条 車両通学許可者は，次の事項に留意すると

ともに，交通事故を生じないよう慎重に運転する

こと。 

一 車両は，所定の駐車場又は駐輪場に駐車する

こと。 

二 自動車にあっては，ステッカーをルームミラ

ー背面に，単車にあっては，確認できる場所に

貼付しておくこと。 

三 許可証の本人以外の使用及び他人への譲渡

は厳禁する。 

四 駐車場内における車両の損傷及び事故につ

いては，大学は一切責任を負わない。 

五 車両運転にあたっては，運転マナー，安全速

度を守り，安全確認を怠らないこと。特にスピ

ード違反，スマートフォン等の使用による前方

不注視など重大な事故につながる行為をして

はならない。 

六 止むを得ず次の行為をしようとする場合は，

事前に許可を受けなければならない。 

イ キャンパス内（駐車場及び駐輪場を除く）

への乗り入れ。 

ロ 代車による通学。 

ハ 特別な事情の発生により，臨時的に車両

通学をしようとする場合。 

 

第２章  駐 車 場 

（駐車場） 

第８条 学生用駐車場（駐輪場）は，次のとおりと

する。 

一 自動車･･････第１・３駐車場（大学東側） 

          第２駐車場（大学西側） 

二 単 車･･････第１・２・３駐輪場（大学東側） 

（自転車を含む） 第４・５駐輪場（大学西側） 

    

第３章  違   反 

第９条 学生準則及び本細則に違反した行為のあっ

た場合は，違反事実を記録した始末書を提出しな

ければならない。 

違反の内容又は，違反の回数によっては，懲戒処

分の対象とすることがある。 

 

附 則 

この改正は，平成30年1月1日から施行する。 
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    （なお行事終了後の報告は前条に準ずる） 

第18条 集会又は行事のため，学内施設を使用し

ようとするときは，原則として使用日の５日前ま

でに，所定の事項を具して，学生課を通して願い

出て許可を得なければならない。 

第19条 学内施設の使用を許可された者は，その

集会または行事のために生じた損害については

その責に任じなければならない。 

（掲示・放送・配布等） 

第20条 学生又は学生団体による文書の掲示・放

送・配布は，その責任者の氏名と実施期日を記載

した現物又は原稿を具し，学生課を通して願い出

るものとする。 

第21条 掲示は，学内所定の学生用の掲示板にす

ることとし，所定の場所以外に掲示してはならな

い。なお，この場合，掲示板をはみ出ないよう掲

示物の大きさを考慮しなければならない。 

第22条 掲示・放送・配布の期間は，原則として

１週間以内とする。 

 掲示物については，期間経過後直ちに，責任者に

おいて撤去しなければならない。 

第23条 学内においては，授業及び研究を妨げる

ような拡声放送，演奏又は集団示威行動等をして

はならない。 

（制限・禁止） 

第24条 学生又は学生団体の行為が，本学の諸規

則に反し，秩序を乱し，その他学生の本分にもと

ると認められるときは，その他の行為の制限，停

止，禁止又は団体の解散を命ずることがある。 

（通学・駐車） 

第25条 通学は，公共の交通機関及び本学スクー

ルバスを利用することを原則とする。ただし，特

別な場合は，別に定める福山大学車両通学細則に

より通学を許可する。 

２ 車両又は自転車で通学するものは，学内所定の

場所以外の場所に駐車してはならない。 

本学学生駐車場の使用は，別に定める福山大学車

両通学細則によらねばならない。 

（授業料等の納入） 

第26条 授業料その他本学所定の学生納付金につい

ては，所定の期日までに納入しなければならない。 

２ 前項の納入金を期日までに納入することができ

ないときは，期日までにあらかじめその旨を経理

課へ届け出，その指導を受けるものとする。 

３ 授業料を期限内に納入しない者に対しては，延

滞金を徴収することとし，その額は，別に定める。 

４ 授業料の未納者は，これを完納するまで期末試

験を受験してもその評価は保留するものとする。 

（奨学金） 

第27条 学業成績が優秀で，品行方正，かつ身体

強健な者には，選考の上授業料の一部を免除する

特典が与えられることがある。 

２ 前項の選考は，期末及び学年末試験で優秀な成

績を得た者の中から行う。 

第28条 学生が１週間以上欠席する場合には，所

定の長期欠席届を教務課へ提出しなければなら

ない。 

   

 附 則 

この改正は，平成１３年４月１日から施行する。 
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27．福山大学情報倫理規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は，福山大学（以下「本学」とい

う。）の情報資産の利用に関するルールを定める

ことにより，利用者の倫理を保持し，情報資産の

安全，円滑及び適正な利用を促進し，もって本学

の教育，研究，社会連携・貢献及び大学運営（以

下 「教育等」という。）の充実を図ることを目的

とする。 

（定 義） 

第２条 この規程において「情報資産」とは，次に

掲げるものをいう。 

 一 本学が所有及び管理する情報ネットワーク，

コンピュータ，それらに接続された情報関連機

器 

 二 本学の教職員，学生等が所有及び管理する情

報ネットワーク，コンピュータ，それらに接続

された情報関連機器で，第一号に接続されてい

るもの 

 三 情報ネットワーク，コンピュータ，それらに

接続された情報関連機器で，本学の情報を扱う

もの 

 四 情報ネットワーク，コンピュータ，それらに

接続された情報関連機器で，本学を呼称しての

本学外への情報発信，本学を呼称しての本学外

への情報サービスを行うもの 

 五 第一号から第四号において用いられるソフト

ウェア 

 六 本学の教職員，学生等が業務上又は修学上取

得及び作成した情報で，第一号から第四号に記

録されたもの 

 七 本学の教職員，学生等が業務上又は修学上取

得及び作成した情報で，第一号から第四号で利

用できる電磁的記録媒体に記録されたもの 

２ この規程において「利用者」とは，本学が所有

又は管理する情報資産に対する利用資格を与え

られている者をいう。 

（心得及び責務） 

第３条 利用者は，本学の教育等の充実を図ること

を目的として情報資産を利用し，その管理及び運

用に協力しなければならない。 

２ 利用者は，他者の権利利益に配慮し，これを尊

重しなければならない。 

３ 利用者は，情報資産の利用に係る行為に対して，

充分な注意を払わなければならない。 

（遵守事項） 

第４条 利用者は，情報資産の利用において，次の

各号に掲げる行為をしてはならない。 

 一 情報資産を毀損し，又は混乱させる行為 

 二 他の利用者による情報資産の利用に支障を及

ぼす行為 

 三 本学における教育等に支障を及ぼす行為 

 四 第５条に規定する福山大学情報倫理委員会が

不適切とする行為 

 五 その他，他者の権利利益を害する行為，又は，

虚偽の情報及び公序良俗に反する情報を発信

する行為 

２ 利用者は，情報資産の利用において，「学校法

人福山大学学生, 教職員個人情報保護規則」を遵

守しなければならない。 

３ 利用者は，情報資産の管理及び運用について定

めた全学，各学部及び各施設等で定めた情報資産

の利用に関する規則等に従わなければならない。 

４ 利用者は，情報資産の利用において，「サイバ

ーセキュリティ基本法」（平成26年法律第104

号），「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」

(平成11年法律第128号），「著作権法」（昭

和45年法律第48号），「個人情報の保護に関

する法律」（平成15年法律第57号）その他の

関係法令を遵守しなければならない。 

（情報倫理委員会） 

第５条 本学に，情報資産に関することについて審

議するため，福山大学情報倫理委員会（以下「情

報倫理委員会」という。）を置く。 

２ 情報倫理委員会については，別に定める。 

（情報セキュリティ管理者） 

第６条 本学に，情報セキュリティ管理者を置く。 

２ 前項の任命については，別に定める。 

（事故及び障害の報告） 

第７条 利用者は，情報セキュリティに関する事故，

情報漏洩，情報資産の改ざん，誤動作，不審な動

作その他の事故及び障害を発見した場合には，情

報セキュリティ管理者に直ちに報告しなければ

ならない。 

（補 則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，情報倫理に

関し必要な事項は，情報倫理委員会が定める。 

 

      附 則 

 この規程は，平成27年４月１日から施行する。 
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28．福山大学キャンパスハラスメ
ントの防止等に関する規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は，福山大学（以下「本学」という。）

におけるハラスメントの防止及びハラスメントに

起因する問題が生じた場合に，適切に対応するため

の措置に関し，必要な事項を定めることにより，本

学の教職員及び学生並びに関係者（以下「教職員等」

という。）の教育，研究，就労又は就学における環

境等を保護することを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語 

 の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１）キャンパスハラスメント 

次の①から④のハラスメントの総称 

① セクシュアル・ハラスメント 

教職員が他の教職員，学生又は関係者を不

快にさせる性的な発言及び行動，学生が教職

員，他の学生又は関係者を不快にさせる性的

な発言及び行動，及び関係者が教職員又は学

生を不快にさせる性的な発言及び行動 

② アカデミック・ハラスメント 

教員がその職務上の地位又は権限を不当に

利用して，他の教員又は学生に対して行う研

究若しくは教育上又は就学上の不適切な発言

及び行動 

③ パワー・ハラスメント 

教職員が職務上の地位又は権限を不当に利

用して，他の教職員に対して行う就労上の不

適切な発言及び行動 

④ その他のハラスメント 

前３号に類する発言及び行動 

（２）キャンパスハラスメントに起因する問題 

ハラスメントにより教職員の就労上又は学生

の就学上の環境が害されること，又は不利益を

受けること 

（３）教職員 

学校法人福山大学教職員就業規則の適用を受

ける本学教職員で，教員，事務職員，技術職員

及びその他の職員並びに業務委託等の契約に基

づき本学に派遣される者及び外国人講師 

（４）学生 

学部学生及び大学院学生，研究生，専攻生，

聴講生，科目等履修生，委託生，並びに本学に

おいて就学又は研究に従事する者で，本学に籍

又は身分を有する者 

（５）関係者 

学生の保護者並びに名誉教授その他本学の教

職員であった者，本学の学生であった者及び関

係業者等で，本学教職員及び学生が就労上又は

就学上の関係を有する者 

（６）調整 

相談者及び被申立人（以下「当事者」という。）

双方の主張を公平な立場で調査し，事実確認を

行い，助言等により問題の解決を図ること 

（７）調停 

当事者間の協議を援助し（調停案の提示も含

む），問題の解決を図ること 

（教職員等の責務） 

第３条 教職員等は，この規程及び別に定める指針に 

従い，ハラスメントを行わないように努めなければ 

ならない。 

２ 教職員等は，次条に基づく監督者の指導等に従い，

ハラスメントの防止及び第９条のハラスメント調

査委員会の調査等に協力する責務を等しく負うも

のとする。 

（監督者の責務） 

第４条 教職員等を監督する立場にある者（以下「監 

督者」という。）は，当該監督する教職員等に対し， 

ハラスメントに関し注意を喚起し，認識を深めさせ 

ること並びに発言及び行動に十分な注意を払わせ 

ることにより，ハラスメントの防止に努めるととも 

に，ハラスメントに起因する問題が生じた場合には， 

迅速かつ適切に対処しなければならない。 

（相 談 員） 

第５条 教職員等からのハラスメントに関する相談 

及び苦情の申し立て（以下「相談等」という。）に 

対応するため，相談窓口としてキャンパスハラスメ 

ント相談員（以下「相談員」という。）を置く。 

２ 相談員は各学部及び事務局の教職員のうちから，

その長が推薦し，第８条第２項に定めるハラスメン

ト対応委員会委員長に届け出る。この場合において，

各部局の相談員には原則として男女各１名以上が

含まれることとする。 

（相談体制等の周知等） 

第６条 第８条第２項に定めるハラスメント対応委員 

 会委員長は，相談窓口における相談等を受け付ける 

方法，その他必要な事項を，教職員等に周知すると 

ともに，相談員に対する研修を実施する。 

（相談員の責務等） 

第７条 相談員は教職員等（以下「相談者」という。） 

 から相談等を受けたときは，当該相談等に係る問題 

の事実関係等の把握に努めるとともに，当該相談者 

に対し必要な助言等を行う。 

２ 相談を受けた相談員は，当該相談者が苦情の申し

立てを希望するときは，次条に定めるハラスメント

対応委員会に取り次ぐものとする。 
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27．福山大学情報倫理規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は，福山大学（以下「本学」とい

う。）の情報資産の利用に関するルールを定める

ことにより，利用者の倫理を保持し，情報資産の

安全，円滑及び適正な利用を促進し，もって本学

の教育，研究，社会連携・貢献及び大学運営（以

下 「教育等」という。）の充実を図ることを目的

とする。 

（定 義） 

第２条 この規程において「情報資産」とは，次に

掲げるものをいう。 

 一 本学が所有及び管理する情報ネットワーク，

コンピュータ，それらに接続された情報関連機

器 

 二 本学の教職員，学生等が所有及び管理する情

報ネットワーク，コンピュータ，それらに接続

された情報関連機器で，第一号に接続されてい

るもの 

 三 情報ネットワーク，コンピュータ，それらに

接続された情報関連機器で，本学の情報を扱う

もの 

 四 情報ネットワーク，コンピュータ，それらに

接続された情報関連機器で，本学を呼称しての

本学外への情報発信，本学を呼称しての本学外

への情報サービスを行うもの 

 五 第一号から第四号において用いられるソフト

ウェア 

 六 本学の教職員，学生等が業務上又は修学上取

得及び作成した情報で，第一号から第四号に記

録されたもの 

 七 本学の教職員，学生等が業務上又は修学上取

得及び作成した情報で，第一号から第四号で利

用できる電磁的記録媒体に記録されたもの 

２ この規程において「利用者」とは，本学が所有

又は管理する情報資産に対する利用資格を与え

られている者をいう。 

（心得及び責務） 

第３条 利用者は，本学の教育等の充実を図ること

を目的として情報資産を利用し，その管理及び運

用に協力しなければならない。 

２ 利用者は，他者の権利利益に配慮し，これを尊

重しなければならない。 

３ 利用者は，情報資産の利用に係る行為に対して，

充分な注意を払わなければならない。 

（遵守事項） 

第４条 利用者は，情報資産の利用において，次の

各号に掲げる行為をしてはならない。 

 一 情報資産を毀損し，又は混乱させる行為 

 二 他の利用者による情報資産の利用に支障を及

ぼす行為 

 三 本学における教育等に支障を及ぼす行為 

 四 第５条に規定する福山大学情報倫理委員会が

不適切とする行為 

 五 その他，他者の権利利益を害する行為，又は，

虚偽の情報及び公序良俗に反する情報を発信

する行為 

２ 利用者は，情報資産の利用において，「学校法

人福山大学学生, 教職員個人情報保護規則」を遵

守しなければならない。 

３ 利用者は，情報資産の管理及び運用について定

めた全学，各学部及び各施設等で定めた情報資産

の利用に関する規則等に従わなければならない。 

４ 利用者は，情報資産の利用において，「サイバ

ーセキュリティ基本法」（平成26年法律第104

号），「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」

(平成11年法律第128号），「著作権法」（昭

和45年法律第48号），「個人情報の保護に関

する法律」（平成15年法律第57号）その他の

関係法令を遵守しなければならない。 

（情報倫理委員会） 

第５条 本学に，情報資産に関することについて審

議するため，福山大学情報倫理委員会（以下「情

報倫理委員会」という。）を置く。 

２ 情報倫理委員会については，別に定める。 

（情報セキュリティ管理者） 

第６条 本学に，情報セキュリティ管理者を置く。 

２ 前項の任命については，別に定める。 

（事故及び障害の報告） 

第７条 利用者は，情報セキュリティに関する事故，

情報漏洩，情報資産の改ざん，誤動作，不審な動

作その他の事故及び障害を発見した場合には，情

報セキュリティ管理者に直ちに報告しなければ

ならない。 

（補 則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，情報倫理に

関し必要な事項は，情報倫理委員会が定める。 

 

      附 則 

 この規程は，平成27年４月１日から施行する。 
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（ハラスメント対応委員会） 

第８条 キャンパスハラスメントに対応するため，ハ

ラスメント対応委員会（以下「対応委員会」という。）

を置く。 

２ 対応委員会は，学長が指名する委員長及び，委員 

長が指名する教職員若干名で組織する。 

３ 対応委員会は，申し立て受理の可否判断，受理後 

の対応の判断を行い，調査の必要があると判断した 

ときは，次条に定めるハラスメント調査委員会に調 

査の要請を行うものとする。 

４ 対応委員会は，相談案件の結果又は経緯を学長に

報告するものとする。 

５  学長は，前項の報告を受けたときは，適切な措置

を講ずるものとする。 

(ハラスメント調査委員会) 

第９条 ハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」 

 という。）は，対応委員会が案件ごとに時限的な委員 

会として設置し，対応委員会委員及び当該案件に関 

係しない学部・事務局から直接利害関係のない者， 

それぞれ若干名で組織する。 

２ 調査委員会は，調整又は調停を行い，対応委員会 

に経過報告を行うものとする。 

３ 前項の調整，調停を行う場合，調査委員会が必要

があると認めたときは，次条に定める関係部局の調

整委員会（以下「部局調整委員会」という。）に調

整又は調停を要請することができる。 

（部局調整委員会） 

第10条 部局調整委員会は，各学部長又は事務局長 

が案件ごとに，時限的な調整委員会として直接利害 

関係のない者若干名で組織し，設置する。 

２ 部局調整委員会は，当該学部又は事務局内での調

整又は調停を行い，調査委員会に経過報告を行うも

のとする。 

（プライバシーの保護） 

第11条 相談員，ハラスメント対応委員会委員長， 

学部長，事務局長及び対応委員会等の委員等，その 

対応手続きに関わる全ての者は，当事者及びこれに 

関係する者のプライバシーや名誉，その他の人権を 

尊重するとともに，知り得た秘密を他に漏らしては 

ならない。 

（不利益取り扱いの禁止） 

第12条 監督者，その他の教職員等の本学構成員は， 

それぞれの対応に関与した教職員等に対し，そのこ 

とをもって不利益な取り扱いをしてはならない。 

（ガイドライン） 

第13条 この規程に定めるもののほか，運用のため 

の「福山大学キャンパスハラスメントの防止等に関 

するガイドライン」は別に定める。 

 

 

   附 則 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 
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29．保健管理センター規則 
 

（趣 旨） 

第１条 この規則は，法人及び大学の組織及び運営

に関する規程第８条第２項の規定に基づき，福山

大学保健管理センター（以下「保健管理センター」

という。）の運営について必要な事項を定める。 

（業 務） 

第２条 保健管理センターは，福山大学（以下「本

学」という。）の学生及び職員の身体的・心理的

健康管理（以下「保健管理」という。）に関し，

次の各号に掲げる専門的業務を行う。 

 一 保健管理に関する実施計画の企画・立案 

 二 定期及び臨時の健康診断の実施 

 三 健康診断の事後措置と健康の保持増進につい

ての必要な指導 

 四 応急措置 

 五 伝染病の予防及び環境衛生に関する指導・助言 

 六 各種相談に対するカウンセリング・助言・指導 

 七 メンタルヘルスの維持・管理 

 八 心理的な緊急事例に対するケア 

 九 障害を持つ学生に係る健康支援業務 

十 その他，保健管理に関する必要な専門的業務 

2 保健管理センターの業務を円滑に遂行するため、保

健管理センター運用マニュアルを別に定める 

（組 織） 

第３条 保健管理センターに，前条の業務を行うた

め，次の室を置く。 

 一 保健室 

 二 学生相談室 

２ 保健室は，身体的健康管理，健康診断等に関す

る専門業務を行う。 

３ 学生相談室は，メンタルヘルス，カウンセリン

グ等に関する専門業務を行う。 

（職 員） 

第４条 保健管理センターに，次の職員を置く。 

 一 センター長 

 二 副センター長 

 三 学校医 

 四 カウンセラー 

 五 看護師 

２ 保健管理センターに，前項各号に掲げる者のほ

か，保健管理に関する専門的業務を担当する者を

置くことができる。 

（センター長） 

第５条 センター長は，本学教授のうち，医師の資

格を有する者をもって充てる。 

２ センター長は，学長が指名する。 

３ センター長は，本学の保健管理医として保健管

理センターの業務を掌理するとともに，学校医と

してその業務を担当する。 

４ センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。 

（副センター長） 

第６条 副センター長は，本学の教員をもって充てる。 

２ 副センター長は，学長が指名する。 

３ 副センター長は，センター長の職務を補佐する。 

４ 副センター長の任期は２年とする。ただし再任を

妨げない。 

（学校医） 

第７条 学校医（ただし，センター長を除く。）は，

学長が本学外の医師に委嘱する。 

（運営委員会） 

第８条 保健管理センターの運営に関する具体的

事項を審議するため，保健管理センター運営委

員会（以下「運営委員会」という。）を置き，

次の委員をもって組織する。 

 一 センター長 

 二 副センター長 

 三 学生委員長及び教務委員長 

 四 各学部から教員 各１名 

 五 学務部長 

 六 保健管理センター所属のカウンセラー及び

看護師 

２ 前項第四号の委員は，講師以上の教員の中から，

当該教員の所属学部長の推薦に基づいて，学長が

委嘱し，任期は２年とする。ただし，再任を妨げ

ない。 

（運営委員会の会議） 

第９条 運営委員会はセンター長が招集し，その

議長となる。 

２ 運営委員会に副議長を置き，学生委員長をもって

充てる。 

３ 運営委員会は，必要と認めたときは，学校医そ

の他運営委員以外の者の出席を求めてその意見

を聴くことができる。 

（事 務） 

第 10 条 保健管理センターの事務は，学務部学生課

において処理する。 

 

附  則 

 この改正は，平成31年4月1日から施行する。 
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（ハラスメント対応委員会） 

第８条 キャンパスハラスメントに対応するため，ハ

ラスメント対応委員会（以下「対応委員会」という。）

を置く。 

２ 対応委員会は，学長が指名する委員長及び，委員 

長が指名する教職員若干名で組織する。 

３ 対応委員会は，申し立て受理の可否判断，受理後 

の対応の判断を行い，調査の必要があると判断した 

ときは，次条に定めるハラスメント調査委員会に調 

査の要請を行うものとする。 

４ 対応委員会は，相談案件の結果又は経緯を学長に

報告するものとする。 

５  学長は，前項の報告を受けたときは，適切な措置

を講ずるものとする。 

(ハラスメント調査委員会) 

第９条 ハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」 

 という。）は，対応委員会が案件ごとに時限的な委員 

会として設置し，対応委員会委員及び当該案件に関 

係しない学部・事務局から直接利害関係のない者， 

それぞれ若干名で組織する。 

２ 調査委員会は，調整又は調停を行い，対応委員会 

に経過報告を行うものとする。 

３ 前項の調整，調停を行う場合，調査委員会が必要

があると認めたときは，次条に定める関係部局の調

整委員会（以下「部局調整委員会」という。）に調

整又は調停を要請することができる。 

（部局調整委員会） 

第10条 部局調整委員会は，各学部長又は事務局長 

が案件ごとに，時限的な調整委員会として直接利害 

関係のない者若干名で組織し，設置する。 

２ 部局調整委員会は，当該学部又は事務局内での調

整又は調停を行い，調査委員会に経過報告を行うも

のとする。 

（プライバシーの保護） 

第11条 相談員，ハラスメント対応委員会委員長， 

学部長，事務局長及び対応委員会等の委員等，その 

対応手続きに関わる全ての者は，当事者及びこれに 

関係する者のプライバシーや名誉，その他の人権を 

尊重するとともに，知り得た秘密を他に漏らしては 

ならない。 

（不利益取り扱いの禁止） 

第12条 監督者，その他の教職員等の本学構成員は， 

それぞれの対応に関与した教職員等に対し，そのこ 

とをもって不利益な取り扱いをしてはならない。 

（ガイドライン） 

第13条 この規程に定めるもののほか，運用のため 

の「福山大学キャンパスハラスメントの防止等に関 

するガイドライン」は別に定める。 

 

 

   附 則 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 
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